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鹿児島港本港区エリアまちづくりエリアコンセプトプラン（案）に係る 

パブリック・コメントの実施結果について 
 
 
１ 意見応募期間 
  令和６年２月１日（木）から令和６年３月１日（金） 
 
２ 意見の件数 
  １００件（２３者） 
 
３ 意見の内容と県の考え方 
 
（注） 
・ 表中の番号欄は，件数番号です。（受付順） 
・ 表中の頁番号は，「鹿児島港本港区エリアコンセプトプラン(案)」の頁です。 
・ 「鹿児島港本港区エリアコンセプトプラン(案)」は「エリアコンセプトプラン案」，「鹿児 
島港本港区エリアの利活用に係る検討委員会」は「検討委員会」の略称で記載しています。 
 

番号 項目 意見の内容 県の考え方  
1 ５頁 

 
ゾーニング 

ゾーニング図から見えることと
して，交通結節点として必ず，駐車
場や駐車場等と記載されています
が，前提的に昨今のまちづくりで
は駐車場を地上に作ると施設施工
面積が減りその分商業売上なども
下がります。 

全ての駐車場は，建物の地下に
設けた方が，地上での歩行者の安
全，ゆとりのある歩行空間の提供
に繋がると思います。 

御提案の「駐車場の地下化」につ
いては，本港区のまちづくりを検
討するに当たっての参考としてま
いります。 
なお，一般的に，地下駐車場は土

圧や地下水圧に耐えられる構造と
する必要があるほか，換気や排水
の設備も必要になることなどか
ら，建設コストが割高になる課題
があります。地下駐車場を整備す
る場合は，このような課題への対
応も検討する必要があると考えて
います。  
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
2 14,15 頁 

 
北ふ頭エリア
の利活用方針 

・奄美航路の貨物や倉庫がありま
すので，緑地とボードデッキは
現状で良いと思います。 

・都市の大きさや交流人口も福岡
よりは小さい事を念頭におい
て，福岡の「マリノアシティ」の
縮小版みたいなアウトレットモ
ール施設を設けその中に CIQ や
旅客船ターミナルを併設すれば
良いと思います。 

・北ふ頭内には地上にも地下にも
駐車場を設けないで欲しいで
す。 

・北ふ頭内の岸壁出入り口ゲート
の北側を閉鎖して，南ゲート，中
央ゲートだけにし，車両通行道
路も北ふ頭入口から中央ゲート
までの１本道路だけの対面通行
道路にして他の道路は無くして
歩行空間にしたり施設敷地に変
更して良いと思います。 

・奄美航路フェリーやクルーズ船
乗客は，アウトレットモール内
併設 CIQ やターミナルを利用し
て，桜島フェリーターミナルを
中心とした交通結節点を形成す
るエリアにバスやタクシー乗降
場を設ければ，アウトレットモ
ール内の商業や娯楽等の中を通
ることで，商業販路に繋がると
思います。 

北ふ頭エリアについては，まず
は旅客ターミナルなどの暫定活用
を促進しつつ，中長期的には，エリ
アコンセプトプランに示されたＣ
ＩＱやホテルなどを備えた複合型
旅客船ターミナルなどの導入を検
討することとしています。 
また，北ふ頭エリアにおける飲

食・物販機能については，例えば，
海を眺めながらのカフェや，鹿児
島の農・畜・水産物のフードマーケ
ットなどを想定しており，アウト
レットモールは想定していないと
ころです。 
なお，北ふ頭内の駐車場につい

ては，少なくとも港湾関係者や航
路利用者等の駐車スペースは確保
する必要があると考えています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
3 17 頁 

 
桜島フェリー
ターミナル周
辺エリアの利
活用方針 

・宿泊施設 
・地下は駐車場 
・１階はバス待機場とタクシー待

機場 
・２階はバスセンターとタクシー

乗降場 
・３階から上階は宿泊施設 
 
・以上により桜島フェリー，クルー
ズ船，奄美航路との交通結節点に
もなり，奄美航路利用者や鹿児島
市内観光などの中心であるので利
便性の高い宿泊施設になり，桜島
フェリーやクルーズ船，奄美航路
フェリー，海面に浮かぶような姿
の桜島を一望できるロケーション
の素晴らしい宿泊施設になるが，
鹿児島市内シェラトンが出来たこ
とにより，一般市民の我々でも欧
米系の海外観光客が市街地に増え
ていることに気付けている状態な
ので，外資系ホテルでシェラトン
と同じマリオネットグループです
が，ラグジュアリーホテルである
「ザ・リッツ・カールトン」を誘致
して欲しいです。 

桜島フェリーターミナル周辺エ
リアについては，ウォーターフロ
ントパークや北ふ頭に近い立地を
活かして交通拠点機能の充実を図
ることとしており，宿泊機能の導
入は想定していません。 
御提案のラグジュアリーホテル

を含む宿泊機能については，北ふ
頭エリアや住吉町１５番街区エリ
アの利活用イメージとして記載し
ています。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間事業者等の意見も伺い
ながら，エリア毎に決定してまい
ります。 

4 18 頁 
 
ウォーターフ
ロントパーク
エリアの利活
用方針 
 
 
 
 
 

・街中のオアシスとして，緑に溢
れ，小川の水にも溢れた「アウト
ドアレジャー緑川(りゅうせん)
パーク」として欲しいです（南ふ
頭と併せて活用）。 

・パーク内には，グランピング，テ
ントサイト，オープンカフェ，キ
ッチンカー販売スペースがあ
る，街中にある自然溢れたアウ
トドアも楽しめるレジャー施設
を整備して欲しいです。 

・屋内外併せた各種イベントも開
催できると思います。 

 ウォーターフロントパークエリ
アについては，オープンな空間の
確保を基本に各種イベントやオー
プンカフェ，キッチンカー等を誘
導することとしています。 
 御提案の「オープンカフェ，キッ
チンカー，レジャー」等について
は，本港区のまちづくりを検討す
るに当たっての参考としてまいり
ます。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。  
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
5 19 頁 

 
ドルフィンポ
ート跡地エリ
アの利活用方
針 
 
 
 
 
 
 
 

・スポーツ・コンベンションセンタ
ーは，鹿児島のスポーツ拠点で
ある鴨池に集約させた方が良い
と思う。 

 スポーツ・コンベンションセン
ターの検討に当たっては，場所あ
りきではなく，まずは，総合体育館
基本構想検討委員会において，ス
ポーツ振興の拠点としての機能に
加え，コンサートなど多目的利用
による交流拠点機能を有する施設
としてのコンセプトを取りまとめ
ていただきました。 
 これを踏まえ，その機能を最大
限に発揮させる立地について検討
した結果，離島や大隅地域をはじ
め県土全域からの交通利便性など
を踏まえると，鹿児島市に立地す
ることが望ましいとされました。 
 その上で，候補となり得る土地
を選定し，交通利便性や宿泊施設
の集積，経済波及効果など，１２の
客観的評価基準に基づき評価して
いただいた結果，ドルフィンポー
ト跡地等を一体的なエリアとして
検討することとされました。 
 なお，このほか，県議会や知事へ
のたより等を通じて提案を頂いて
いた土地についても，整備候補地
としての可能性について検討しま
したが，必要な面積を確保できな
いことや所有者に譲渡意思がない
ことなどを確認し，候補地としな
かったところです。 
また，本年８月の閉店を予定し

ているイオン鴨池店の敷地につい
ては，引き続き，イオングループに
おいて活用する方向で検討してい
ると聞いています。 

6 19 頁 
 
ドルフィンポ
ート跡地エリ
アの利活用方
針 
 
 
 
 
 

・「ららぽーと」三井ショッピング
パーク(三井不動産グループ)を
誘致すれば，ぽーと=港。コンセ
プトも，ショッピングからレジ
ャーまで，集い×出会い×体
験”ふれあい”と”つながり”
で海辺でもあり，天文館も徒歩
圏内なので，海辺と天文館を”つ
ながり”で結ぶまさに，「ぽーと」
に相応しく，県外資本と県内資
本を結ぶ架け橋の施設になると
思いますので「ららぽーと」を誘
致して欲しいです。 

・商業施設と公園の隣接した繋が
りのあるデザイン施設の実績も
多々あるので，ウォーターフロ
ントパークと南ふ頭で意見した
整備内容と併せて，三井ショッ
ピングパークが同時に整備でき
るのではないかと思います。 

ドルフィンポート跡地エリアに
ついては，スポーツ・コンベンショ
ンセンターの基本構想に基づき，
同センターを整備することとして
おり，御提案のような大型商業施
設の導入は想定していないところ
です。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
7 16 頁 

 
南ふ頭エリア
の利活用方針 
 
 
 
 

・街中のオアシスとして，緑に溢
れ，小川の水にも溢れた「アウト
ドアレジャー緑川(りゅうせん)
パーク」として欲しいです（ウォ
ーターフロントパークと併せて
活用）。 

・パーク内には，グランピング，テ
ントサイト，オープンカフェ，キ
ッチンカー販売スペースがあ
る，街中にある自然溢れたアウ
トドアも楽しめるレジャー施設
を整備して欲しいです。 

・鹿児島市街地は繁華街からの広
大な憩いの公園が少ないと思う
からです。 

南ふ頭エリアについては，夜間
航路など夜景の魅力を活かしつ
つ，航路利用者も出港までの時間
を快適に過ごせるような集客機能
を誘導することとしています。 
御提案の「オープンカフェ，キッ

チンカー，レジャー」等について
は，本港区のまちづくりを検討す
るに当たっての参考としてまいり
ます。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 

8 20 頁 
 
高速船ターミ
ナル周辺エリ
アの利活用方
針 

・ボサド周辺の石蔵や石作り倉庫
と一体感を持った外観やデザイ
ンの施設が良いと思います。 

・鹿児島中央卸売市場魚類市場，種
子島・屋久島フェリーターミナ
ルも近いので，現在の平面駐車
場に屋上と地下を駐車場とし
た，種子島・屋久島の魚介類，錦
江湾の魚介類，鹿児島中央卸売
市場魚類市場に卸される魚介類
の鮮魚場外販売施設と寿司や海
鮮丼，刺身などの魚介類専門飲
食店や魚介類専門居酒屋など，
魚介海鮮専門施設を整備して欲
しい。下関に卸される魚介類と
り鹿児島は種類や数量も多いの
で，下関の唐戸市場の規模を超
える様な施設があれば良いと思
います。 

高速船ターミナル周辺エリアに
ついては，離島航路や高速バスな
ど各種交通の発着地点としての機
能や飲食機能を充実・強化するこ
ととしています。 
御提案いただいたような「魚介

海鮮専門施設」等については，本港
区のまちづくりを検討するに当た
っての参考としてまいります。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 
なお，施設の外観やデザインに

ついては，付近の石倉倉庫群の眺
めに配慮しながら，周囲の景観と
調和のとれたものとなるよう，鹿
児島港本港区景観ガイドラインを
踏まえ，検討を進めてまいります。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
9 21 頁 

 
住吉町１５番
街区エリアの
利活用方針 

・敷地面積で鹿児島アリーナ敷地
面積より 3,000 平米狭く，鹿児
島で学会や国際会議を開催する
場合には複数の会場で開催しな
いと実施できない，さらには展
示会となると敷地面積的にも狭
いです。 

・MICE 施設は国内外会議，展示会，
コンサートライブ，各種イベン
ト，屋内プロスポーツ試合会場
及び観戦会場も出来ることが可
能な施設が国際MICE施設として
選定されていますが，鹿児島は
屋内大型コンサートライブが開
催されることも無い規模施設ば
かりで，当敷地面積だとこれま
での施設と同じことになり，利
用頻度は少なく，収容人数も少
ないので，市県の経済効果も大
きなものにならないと思われま
す。 

・鹿児島市街地はビジネスホテル
が少ないので純粋にサンロイヤ
ルホテルに変わるような大型ビ
ジネスホテルが整備された方が
良いと思います。 

住吉町１５番街区エリアにおい
てコンベンション機能を導入する
場合は，スポーツ・コンベンション
センターのコンベンション・展示
機能を最大限活用しながら，同セ
ンターの補完・連携も視野に，同セ
ンターに不足する機能を誘導する
こととしています。 
御提案の「ビジネスホテル」等に

ついては，本港区のまちづくりを
検討するに当たっての参考として
まいります。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
10 ５頁 

 
本港区エリア
内外の主要動
線 

・本港区エリアは天文館から非常
に近く徒歩圏内であるが，いづ
ろと朝日通り，東千石と千日町，
山之口町，の片側３車線道路，い
づろ交差点から本港区に向かう
のに県道 214 号線と臨港道路が
あり，それらの道路は非常に交
通量も多く歩行者の信号待ち時
間が長く，中心市街地の各エリ
アが分断されていますので，天
文館を中心とした本港区エリア
まで徒歩で行ける，歩いて楽し
める動線の歩行者専用の動線を
整備することが必要だと思いま
す。車移動で本港区に行っても
点と点は経済が回りますが，点
と点を結ぶ線(間)の経済も回さ
ないと，歩行者も生まれません。 

・本港区に隣接して，臨港道路と県
道の２本の主要な自動車動線が
走っており，これらは谷山一区
や二区方面との物流のほか，霧
島など県北部や，指宿などの県
南部，薩摩川内などの県西部か
らの一般交通を担っています
が，これらの道路は交通量も多
く，横断するのに信号待ちが非
常に長く，天文館と本港区を分
断している状況にあると思いま
す。 

御指摘の箇所を含む旧港湾合同
庁舎跡地エリアにおいては，ペデ
ストリアンデッキ等による歩車分
離を検討することとしています。 

11 ８頁 
 
方針１ 賑わ
いや人の流れ
を生むしかけ
づくり 

・賑わいや人の流れは，自動車では
なく人の徒歩活動によって生ま
れますので，天文館から本港区
まで横断歩道の無い歩行者道に
することで，天文館から本港区
の間にも賑わいや人の流れで安
全に楽しめる専用歩行者道がし
かけになるのではと思います。 

・県道 214 号線と臨港道路は，横
断歩道を廃止して，現在の歩道
と車道幅の全幅を利用したエス
カレーター付きのペデストリア
ンデッキで住吉町からドルフィ
ンポート跡地まで結べば良いと
思います。 

御提案のあった，住吉町１５番
街区エリアからドルフィンポート
跡地エリアまでのペデストリアン
デッキについては，その必要性や，
景観上の配慮も含め，慎重に検討
する必要があると考えています。 

12 ９頁 
 
方針２ 県民
が憩い楽しむ
ことのできる
空間の形成 
 

・住吉町からドルフィンポート跡
地までのペデストリアンデッキ
に沿って，両脇の２階部分にシ
ョップや飲食店が並ぶ姿もワク
ワクして人々が新しい流れの風
景をつくるのではないでしょ
か。 

御提案のあった，住吉町１５番
街区エリアからドルフィンポート
跡地エリアまでのペデストリアン
デッキについては，その必要性や，
景観上の配慮も含め，慎重に検討
する必要があると考えています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
13 10 頁 

 
方針３ 国際
観光都市鹿児
島の玄関口と
して世界から
観光客が訪れ
る質の高いま
ちなみの形成 
 
 
 
 
 
 

・鹿児島県内での公共交通機関で
の10カード(全国相互利用IC乗
車カード)の利用整備をして欲
しいです。理由として，海外から
の観光客は日本に入国したら先
ずはSuicaや 10カードの購入を
して地方でも鉄道やバス，タク
シー移動で利用するからです。
また，鹿児島でもタクシーや買
い物や飲食では10カードが使え
ますが，バスや市電で使えない
のは観光客に優しくないと思い
ます。 

・市電の全ての車両を低床&30m 連
節車両にして欲しいです。これ
は世界でもスタンダードになっ
ていて，宇都宮や広島はこれに
取り組んでいます。県と市で進
めて欲しいです。海外の方にも
障害者の方のためにも段差が無
く，ゆとりのある車内空間でユ
ニバーサルデザインに繋がると
思います。 

・海外からの観光客のほとんどは，
自動車運転移動はしませんの
で，駐車場整備ではありません。
市街地の公共交通移動性の向上
をお願いします。 

・高見馬場交差点から朝日通り交
差点の区間の自動車道路を歩行
空間にして，公共交通機関は現
行市電の軌道式だけが走行す
る，年間通して 365 日歩行者と
市電だけの通りとしてトランジ
ットモール(自動車横断も禁止)
を整備して欲しい。海外，特にヨ
ーロッパでは人口30万人年でも
路面電車運行路線長が 40km や
60km などとなっていて，鹿児島
より狭い街で人口も少ない街の
中を路面電車の軌道敷が張り巡
らされていますが，歩行者と路
面電車だけの通りの空間，トラ
ンジットモールが多くあり，海
外の人にとっても身近なもので
あると同時に，車道が無くなる
ことで２つに分かれている天文
館が一つに纏まる。 

 
（次頁に続く） 
 

御提案いただいた10カードや低
床車両等の導入については，各事
業者において検討することになる
と考えており，御提案は各事業者
にお伝えします。 
また，御提案のあった，高見馬場

交差点から朝日通りや，いづろ中
央交差点から照国町交差点など，
エリアコンセプトプランの対象外
の区域における，鹿児島市のまち
づくりについては，同市と連携し
て取り組んでまいります。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
  （前頁の続き） 

 
また，その際バス路線について
は，おはら祭り，おぎおんさぁの
時と同じ迂回路線を常時路線に
すれば良いのではないでしょう
か？そのトランジットモールが
できることで，おはら祭りや，お
ぎおんさぁの度に交通規制案を
考え検討を行わないで済むと同
時に色々なイベントを 365 日通
りで出来る。 

・いづろ中央交差点から照国町交
差点も車道を無くし年間通して
365 日歩行者だけの空間に整備
して欲しい。 

 
※鹿児島市とストラスブールが路

面電車を通して姉妹都市になっ
たのですから，学んで取り入れ
るべきでは？鹿児島県の県庁所
在地は鹿児島市なのですから。 

 前頁に記載のとおりです。 
 
 

14 11 頁 
 
方針４ 継続
的なエリアマ
ネジメントに
よる持続可能
なまちづくり
の実現 
 
 
 
 
 

・上記トランジットモールから続
き，いづろ交差点からマイアミ
通りは完全に歩行者専用通り
(自動車横断も禁止)に整備し
て，本港区にストレス無く安全
にショピングや飲食を楽しめる
空間にして欲しい。 

・上記マイアミ通りは，現在ほっか
ほっか亭いづろ店やファミリー
マート住吉町店付近からエレベ
ーターでペデストリアンデッキ
に上がり，そのペデストリアン
デッキは現行マイアミ通りの歩
道＋車道の全幅のペデストリア
ンデッキで，ドルフィンポート
跡までの区間として，そのペデ
ストリアンデッキ両側にはペデ
ストリアンデッキから入店出来
るショップや飲食店が面してい
て並んでいれば，天文館から本
港区，本港区から天文館の回遊
性の向上とトランジットモール
＋歩行者専用道路＋ペデストリ
アンデッキに面した商業の経済
効果や回遊性も上がるのではな
いでしょうか。 

御指摘の箇所を含む旧港湾合同
庁舎跡地エリアにおいては，ペデ
ストリアンデッキ等による歩車分
離を検討することとしています
が，規模等については慎重に検討
する必要があると考えています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
15 12 頁 

 
方針５ みな
との活動と地
域資源を活か
した魅力向上 

・北ふ頭の石づくりの防波堤や，本
港区周辺の石蔵などの紹介や活
用。 

・鹿児島駅から住吉町１５番街区
まで国鉄貨物線レールが走って
いた歴史をイメージさせる街並
み再開発で，実際には走行運用
しないが臨港道路に当時と同じ
様に貨物線レールを復刻して敷
く。横浜の馬車道みたいなイメ
ージ。(もちろん自動車運転の支
障にならないように段差の無い
施設で) 

・鹿児島駅から住吉 15番街区まで
の貨物線レールを復刻施設した
ら，年に１，２度イベントとして
同区間をディーゼル機関車で客
車牽引や貨物牽引を行えれば更
なる観光資源になるのでは無い
でしょうか？人気が出れば，毎
週日曜午前８時台だけの１往復
だけの運行開催など。 

・市電架線のセンターポール上部
の街灯を彫刻の様にあしらった
街灯デザインにする。ポケモン
やマリオなどのデザインだと万
人受けすると思われる。(県マス
コットのグリブーファミリーな
どでも) 

・市電は複線なのでそれぞれ全区
間の上下線のトロリー線を吊っ
て対の吊架線と吊架線の頭上間
を利用して，ハートや星や丸や
三角のＬＥＤライティングをし
て，夜間見るとあたかも何も無
い頭上空間に，ＬＥＤイルミネ
ーションが浮かんで見えて，新
たな街中夜景＆軌道式照明にも
なって，世界に類をみない今あ
る街中資源を使って夜の街中イ
ルミネーション観光スポットに
なるのではないでしょうか。  

 

御意見のとおり，本港区は歴史
的石積護岸や石蔵倉庫群のような
歴史的建造物等を有しています。  
これらを活用し，本港区エリア

が落ち着きのある魅力的な景観と
なるよう取り組んでまいります。 
臨港道路については，今後，本港

区エリアにおける賑わい創出に伴
い，交通量の一層の増加が予想さ
れることから，貨物線レールのた
めの空間を確保することは困難と
考えています。 
 なお，市電のセンターポールの
装飾等に関する御提案について
は，鹿児島市にお伝えします。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
16 37 頁 

 
国際クルーズ
拠点の形成に
向けた取組 

・マリンポートかごしまの北側護
岸は延長することなく，北側護
岸全てを岸壁改修工事を行えば
更に大型クルーズ船２隻利用可
能になり，更には，2024 年１月
に就航したクルーズ船１隻も接
岸可能になると思います。 
世界最大クルーズ船「アイコン・
オブ・ザ・シーズ」 

  総トン数 248,663t 
  全長 364.75m 
  幅 48.47m 喫水 9.25m 
  乗客数 7,600 人 

乗組員 2,350 人 
も出入港接岸が可能になるので
はないでしょうか？ 

・通常の大型クルーズ船であれば，
現在の南側岸壁に２隻，北側護
岸を岸壁に整備すれば北側岸壁
に大型クルーズ船２隻で，マリ
ンポートかごしまに大型クルー
ズ船４隻同時接岸も可能にな
り，北ふ頭も合わせれば，鹿児島
市内の港に最大５隻同時接岸も
可能になります。 

・コロナ明けからのクルーズ船利
用客は欧米人が多く，日本は世
界中の中で人気の観光国となっ
てきていることもあり，個々で
街の散策や買物をしている外国
人が多くなってきています。 

・北ふ頭，マリンポートかごしま１
日に最大同時に５隻接岸出来る
となれば，世界中のクルーズ運
行会社からも注目を集められ，
寄港船舶も増える可能性があり
ます。 

・乗客や乗組員の移動経済効果，買
物経済効果，大型クルーズ船の
岸壁使用料金収入効果(鹿児島
県の直接的な収入)と，マリンポ
ートかごしまの北側護岸８１５
m 全てを岸壁改修するだけで鹿
児島県への経済効果は更に大き
くなるのではないでしょうか。
また，マリンポートかごしまに
大型ルーズ船が桜島をバックに
４隻同時接岸したらもの凄く壮
観な光景になり，一目見ようと
来る方々も増えるのではないで
しょうか。 

 

マリンポートかごしまについて
は、海辺のにぎわいとうるおいの
創出を基本コンセプトとし、大型
観光船埠頭と併せて、県民や観光
客が憩い、海と触れ合える緑地空
間として整備するとともに、災害
発生時の対応空間として活用する
ことなどを整備方針として、これ
まで大型クルーズ船が接岸できる
岸壁や親水広場、散策・ジョギング
が可能な園路などの整備を進めて
きました。 
また，北ふ頭については，中心市

街地に近く，６万トン級のクルー
ズ船寄港が可能であり，マリンポ
ートかごしまにおいてクルーズ船
の予約が重複した場合や，クルー
ズ船観光客が歩いて中心市街地を
回遊する場合に活用しています。 
クルーズ船の受入れについて

は，地域経済の活性化に寄与する
一方，クルーズ船観光客が集中す
ると，交通渋滞による地域住民の
生活への影響や，観光時間減少に
よる観光客の満足度の低下を生じ
ることなどが懸念されます。 
まずは，既存の岸壁による受入

れを行い，鹿児島を訪れる方々に
快適に観光を楽しんでいただける
よう努めてまいります。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
17 19 頁 

 
ドルフィンポ
ート跡地エリ
アの利活用方
針 
 
 
 

雄大な桜島と錦江湾に向かって
行くようなジェットコースター，
大観覧車，フリーフォール，などの
絶叫マシーンを導入し，近隣県か
らもそれを目的に来てもらえるく
らいのランドマークを作ってほし
い。 
 

ドルフィンポート跡地について
は，スポーツ・コンベンションセン
ター基本構想に基づき，同センタ
ーを整備することとしています。 
なお，御提案のジェットコース

ターや大観覧車などを含む娯楽機
能については，北ふ頭の利活用イ
メージとして記載しているところ
であり，本港区のまちづくりを検
討するに当たっての参考としてま
いります。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間事業者等の意見を伺い
ながら，エリア毎に決定すること
としています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
18 18 頁 

 
ウォーターフ
ロントパーク
エリアの利活
用方針 
 
 
19 頁 
 
ドルフィンポ
ート跡地エリ
アの利活用方
針 
 
 
 

ウォーターフロントパークエリ
アにカフェやイベント広場を配
置，ドルフィンポートエリアに多
目的広場（臨時駐車場）を配置と計
画されているが，逆に，ウォーター
フロントパークエリアに多目的広
場（臨時駐車場），ドルフィンポー
トエリアにカフェやイベント広場
を配置した方がいいと思う。 
 
理由①（徒歩客のアクセスについ
て） 

港湾合庁跡地が，公共交通機関
等の拠点となりエントランスとな
るのであれば，メイン広場やカフ
ェなど憩いの場となるエリアが港
湾合庁に近い方が，アクセスが良
い。また，天文館・いづろ界隈から
の徒歩客を呼び込みやすい。 
理由②（交通状況について） 

港湾合庁が，公共交通機関や徒
歩客のエントランスになるのであ
れば，ウォーターフロントパーク
エリアを多目的広場（臨時駐車場）
にした方が，イベント等開催する
時の人の動線や車の動線を分散で
き，混雑・渋滞を防げる。(車来場
者と徒歩来場者の２way) 

また，車で来場する方が，臨港道
路南北埠頭線を利用し臨時駐車場
へ流れることで，港湾合庁付近の
徒歩利用者の安全性も向上する
し，バスやタクシーなどの交通も
確保しやすい。 
理由③（景観について） 

多目的広場（臨時駐車場）が海側
に寄ることで，イベント交流広場
からの景観も確保しつつ多目的広
場の活用のメリットも両立でき
る。（逆の場合，多目的広場からの
景観は，店舗等により，さえぎられ
てしまう可能性がある。）多目的広
場を利用する場合の景観が，目の
前に錦江湾と桜島が広がること
で，より付加価値を高めることが
出来る。（多目的広場でくつろぐと
きの方が，イベントや店舗利用の
際より景観を重視する。）また，ド
ルフィンポート跡地エリアでは，
コンベンションセンターとイベン
ト広場・カフェとの一体感が生ま
れ，人の動線の安全性を確保しつ
つ，より効果的なシナジーも生ま
れると考える。 

多目的広場については，臨時駐
車場以外にも，イベント会場とし
ても使用できるスペースとして活
用することを想定しています。 
また，ウォーターフロントパー

クエリア及びドルフィンポート跡
地の多目的広場については，一体
的な空間形成を図ることとしてい
ます。 
両エリア内における施設配置に

関する御意見については，具体的
な検討に当たっての参考としてま
いります。 
なお，ウォーターフロントパー

クエリアについては，歩いて楽し
める緑地としての機能の充実を図
ることとしており，ウォーターフ
ロントパークエリアに臨時駐車場
を兼ねた多目的広場を配置するこ
とは難しいと考えます。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
19 ３頁 

 
まちづくりの
方向性 

①「景観の配慮」→「景観への配慮」 御意見を踏まえ「景観への配慮」
に修正します。 

20 ４頁 
 
まちづくりの
方向性に関す
る５つの方針 
 
 
９頁 
 
方針２ 県民
が憩い親しむ
ことのできる
空間の形成 

②P4 では「眺望場」，P9 では「視
点場（のぞみの場・たたずみの
場）」との記載となっているの
で，合わせたほうが良いのでは。 

御意見を踏まえ「視点場（のぞみ
の場・たたずみの場）」に修正しま
す。 

21 ５頁 
 
ゾーニング 
 
 
14 頁 
 
北ふ頭エリア
の利活用方針 

③P5 では「市街地との相乗」，P14
では「市街地と相乗」との記載と
なっているので，合わせたほう
が良いのでは。 

御意見を踏まえ「市街地との相
乗」に修正します。 

22 ５頁 
 
ゾーニング 
 
 
20 頁 
 
高速船ターミ
ナル周辺エリ
アの利活用方
針 

④P5 では「一体」，P20 では「一
帯」との記載となっているので，
合わせたほうが良いのでは。 

御意見を踏まえ「一体」に修正し
ます。 

23 ９頁 
 
方針２ 県民
が憩い親しむ
ことのできる
空間の形成 
 
 
18 頁 
 
ウォーターフ
ロントパーク
エリアの利活
用方針 

⑤P9 では「視点場（のぞみの場・
たたずみの場）」，P18 では「眺
望場」，との記載となっているの
で，合わせたほうが良いのでは。 

御意見を踏まえ「視点場（のぞみ
の場・たたずみの場）」に修正しま
す。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
24 ９頁 

 
 
方針２ 県民
が憩い親しむ
ことのできる
空間の形成 
 
 
18 頁 
 
ウォーターフ
ロントパーク
エリアの利活
用方針 

⑥P9 では「のぞみの場」，P18 では
「たたずみの場」，との記載とな
っているので，合わせたほうが
良いのでは。 

 
 
 

御意見を踏まえ「視点場（のぞみ
の場・たたずみの場）」に修正しま
す。 

25 12 頁 
 
方針５ みな
との活動と地
域資源を活か
した魅力向上 

⑦平仮名の「みなとの活動」と漢字
の「港の活動」があり，使い分け
があるのでしょうか。表記を合
わせても良いのでは。 

 エリアコンセプトプランにおい
ては「みなとの活動」としていま
す。御指摘の箇所については，鹿児
島港本港区景観ガイドラインから
引用しているため「港の活動」とし
ています。 

26 12 頁 
 
方針５ みな
との活動と地
域資源を活か
した魅力向上 

⑧遮断防波堤（歴史的石積護岸）に
ついて，「国重要文化財」と「国
登録有形文化財」の２つの表記
がありますが，どちらが正しい
のでしょうか。 

御意見を踏まえ「国重要文化財」
に修正します。 

27 12 頁 
 
方針５ みな
との活動と地
域資源を活か
した魅力向上 
 
 
22 頁 
 
旧港湾合同庁
舎跡地エリア
の利活用方針 

⑨写真に「山下臨港線プロムナー
ド」と掲載されていますが，写真
の場所は「汽車道」ではないでし
ょうか。 

御意見を踏まえ「汽車道」に修正
します。 

28 18 頁 
 
ウォーターフ
ロントパーク
エリアの利活
用方針 

⑩景観・デザイン・空間形成の誘導
の一つ目の項目について，P9 と
P19 にも記載がありますが，記載
内容が異なります。木方委員修
正意見が反映されていないと思
います。 

御意見を踏まえ「ウォーターフロ
ントパークエリア及びドルフィン
ポート跡地エリアの多目的広場に
ついては，一体的な空間形成を図
るため，建築物や公共施設配置に
おける，高さやデザイン等に加え，
ランドスケープ的な工夫によって
景観の連続性に配慮し，群として
の景観形成を誘導します。」に修正
します。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
29 18 頁 

 
ウォーターフ
ロントパーク
エリアの利活
用方針 

⑪イメージ図の赤灯台に「旧北防
波堤灯台」と記載されています
が，「（鹿児島港）旧港北防波堤
灯台」ではないでしょうか。 

御意見を踏まえ「旧港北防波堤灯
台」に修正します。 

30 18 頁 
 
ウォーターフ
ロントパーク
エリアの利活
用方針 

⑫イメージ写真の上ですが，「遊歩
等」は「遊歩道」の誤りでしょう
か。 

御意見を踏まえ「遊歩道」に修正
します。 

31 22 頁 
 
旧港湾合同庁
舎跡地エリア
の利活用方針 

⑬表の機能の誘導には，「観光機
能，交流機能，文化機能等」と，
２つの機能が記載されておりま
すが，イメージ図には，交流（機
能）のなかに含まれるように「・
文化，観光，交流施設」との記載
になっています。 

  イメージ図に，「○文化」機能
や「〇観光」機能を記載する必要
はないでしょうか。 

旧港湾合同庁舎跡地エリアにお
いては，交流機能として，観光施設
や文化施設を利活用の方針（イメ
ージ）として考えているところで
す。 

32 23 頁 
 
鹿児島港本港
区エリアのマ
ネジメント 

⑭時間軸のイメージですが，ゾー
ニング案の「案」は不要ではない
でしょうか。 

御意見を踏まえ「案」を削除しま
す。 

33 25 頁，65 頁，66
頁 

⑮「・・・利活用にかかる検討委員
会」→「・・・利活用に係る検討
委員会」 

御意見を踏まえ「係る」に修正し
ます。 

34 23 頁 
 
鹿児島港本港
区エリアのマ
ネジメント 

 桜島フェリーターミナル周辺エ
リアと高速船ターミナル周辺エリ
アについて 
 ２３ページだけ，“周辺”の記載
がない表現となっております。 
 どちらかに統一したほうがよい
と思います。 

御意見を踏まえ「周辺」を追記し
ます。 

35 18,21 頁 
 
ウォーターフ
ロントパーク
エリア及び住
吉町１５番街
区エリアの利
活用方針 

既存の建物の整備およびそれら
を有機的・快適に連結する回廊機
能の構造物は有効であると思いま
す。 

一方で，上記の，特に「ウォータ
ーフロントパーク」エリアでは「ス
ポーツ・コンベンションセンター」
の文言が見えます。 

構造物・建築物は景観を損ねる
可能性が懸念されることから，例
えとして，１～２ｍを越えるよう
なものは控えていただくのがよろ
しいかと存じます。 

鹿児島港本港区景観ガイドライ
ンでは，ウォーターフロントパー
ク内に設置する小規模な建築物等
については，３～４ｍ程度の周囲
に圧迫感を与えない程度の高さと
し，開放感の創出に努めることと
しています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
36 ４頁 

 
まちづくりの
方向性に関す
る５つの方針 
 
 
 

何をすれば賑わうのか。 
何が憩いの空間なのか。 
世界から観光客が訪れる質の高

いまちなのか。 
これらに対して，明確かつ魅力

的な案がないように感じます。 
継続的なエリアマネジメントと

は？ 
なぜ，50 年，100 年先を見据え

なければならないのでしょうか？ 
30 年前にスマホが当たり前の世

界を見据えられていたでしょう
か？ 

時代はどんどん変わります。変
わる世界に対応したコンテンツが
必要ですが，SDGs などは，裏方で
あり，メインコンテンツにはなり
えないと思います。 

みなとの活動と地域資源を活か
した魅力向上 

魅力が向上とは，だれもがわく
わくして行きたいと思えることで
すよね？ 

それが案の中に見出せなかった
です。 

エリアコンセプトプランは，本
港区の望ましいまちづくりを進め
るため，土地利用の方向性を示す
ゾーニングとともに，人流や物流
についての動線，まちづくりの方
向性やエリア毎の利活用の方針に
ついてお示ししたものです。 
本港区エリアでは，今後，エリア

コンセプトプランを基にしたまち
づくりを進めることになります。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間事業者等の意見も伺い
ながら，エリア毎に決定すること
としています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
37 14,15 頁 

 
北ふ頭エリア
の利活用方針 

県検討委員会から提出された鹿
児島港本港区再開発のゾーニング
案は，北ふ頭を「新たな集客力を有
し，中心市街地との相乗効果をも
たらす」エリアと定めている。この
コンセプトを実現する具体像につ
いて考察した。以下提案します。 

先ずは，北ふ頭は鹿児島の一等
地の一丁目一番地であり，その格
に相応しい形に整備しなければな
らないという認識に立ちたい。こ
の地は本来港である。鹿児島の海
の玄関口としての機能を最大限生
かす方向で再開発できないもの
か。帆船や海上自衛艦船（見学用）
の寄港，錦江湾遊覧船の発着場，大
型クルーズ船観光客の乗り継ぎ場
等観光用港湾機能を拡充する。国
内外の観光客を迎え入れる玄関口
として，もてなしの心を演出した
一級の空間にしたい。また，地元住
民と共にくつろげる場づくりに配
慮した，展望デッキテラス，カフ
ェ・レストラン，物販等も組み入れ
る。 

併せて，持続的な集客が望める
施設が欲しい。そのひとつとして，
大展示館（仮称；カゴシマ・ポート.
ビッグ・エグジビションホール）の
隣接を提案します。博物館，美術
館，自然科学館を統合したもので，
他には類を見ない独創的な施設に
する。展示内容は，桜島のみならず
世界の火山・ジオパーク，屋久島・
奄美他世界遺産の粋や種子島のロ
ケット発射，宇宙の映像をデジタ
ル大画面・音響で体感できる仕掛
けにする。その他，恐竜・昆虫，ア
ニメ，或いは鹿児島ゆかりの画家
や国内外の名画の企画展示を順次
開催する。外観は，鹿児島のシンボ
ルになるようなデザイン建造物
（シドニーのオペラハウスのイメ
ージ）にしたい。 

北ふ頭エリアについては，まず
は，旅客ターミナルなどの暫定活
用を促進しつつ，中長期的には，既
存施設の集約再編等によって，本
港区内の他のエリアで実現できな
い，多様なターゲットによる賑わ
いを実現する，集客力を持つ賑わ
い施設を誘導することとしていま
す。 
御提案の「展望デッキテラス，カ

フェ・レストラン，物販，展示館」
等については，本港区のまちづく
りを検討するに当たって参考とし
てまいります。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
38 その他 当地にサッカースタジアム建設

の提案があるが，港湾機能との調
整及び景観の課題が解決できるよ
うには思われない。 

市が本港区エリアにこだわるの
であれば，JR 鹿児島駅を核とした
海浜公園の一角に用地を確保でき
ないものだろうか。少々の埋め立
てを覚悟し，海辺の洋上スタジア
ム風にすればユニークである。県
の所管ではないが，進言すること
で全体をまとめたら如何かと思い
ます。 

 鹿児島市が検討していた北ふ頭
でのサッカー等スタジアム整備に
ついては，白紙に戻されたところ
です。 
サッカー等スタジアムの整備に

向けては，引き続き，鹿児島市と連
携を図りながら，実現に向けて取
り組んでまいります。 
 

39 ３～22 頁 
 
鹿児島港本港
区エリアの新
たなまちづく
り 

鹿児島県の特徴 
１．鹿児島県には種子島と内之浦

のニケ所にロケット発射楊が
あり日本で一番宇宙に近い場
所である。 
また，馬毛島を始め南西諸島
に多数の防衛基地の整備拡大
中で，南西の防衛拠点として
も重要な位置にある。 

２．地理的特徴 
鹿児島県は三方を海に囲ま
れ，霧島火山帯の霧島・接島を
有し，北海道・別府と並ぶ温泉
王国でもある。また，宮之浦
岳・開聞岳・霧島山の日本百名
山の三つを有す。 

３．特産品は 
① 黒牛・黒ブタ・黒鶏の畜産

業やブリや鰻の養殖・カッ
オや伊勢海老の水産業も
盛んである。 

② 薩摩芋と名がつくカライ
モの発祥地であり，カライ
モから作る焼酎も全国有
数の生産量を誇り，農業王
国でもある。 

４．交通アクセスは 
本港区エリアは，新幹線の終
着駅，空港バスの終着駅，離島
航路の発着港も近くにあり，
街中にはユニークな軌道敷き
に芝生を敷いたチンチン電車
も走っている。 

 
（次頁に続く） 
 

御提案いただいたような「博物
館」等については，本港区のまちづ
くりを検討するに当たって参考と
してまいります。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
  （前頁の続き） 

 
本港区エリアをどの様に利活用

するかについては，前記した鹿児
島県の特徴をベースに考える必要
がある。 

が，地球・世界の変容も考えなけ
ればならない。 

 
１．食料の争奪戦が始まる 

日本の人口は減少に転じた
が，世界の人口は 80 億人を突破
し十数年後には90億人に迫ると
予測されている。 
地球温暖化による豪雨・干ば

つ・高温・低温の気象異常は年々
酷くなり，農作物の生産は減少
し，食料危機が到来する。 
一方，永年の化学肥料の多使

用により農耕地は痩せ衰え，地
下水も減少し農作物の生産性は
減少する。その結果，世界的な食
糧の争奪戦が始まる。 
 

２．輸入に依存する日本 
我が国は，肥料・飼料・米以外

の穀物等多くを外国に依存して
いる。主食である米の自給率は
高いが，不作の年も過去にあり，
緊急輸入で賄ったことがある。 
 

３．鹿児島市が建設を固執する
「新スタジアムの建設」には
絶対反対 
鹿児島市が建設を固執してい

るサッカー場を含む「新スタジ
アム」を本港区エリアに建設す
る事には，絶対反対である。 
その理由は別紙「新スタジア

ムの建設に反対」を参照下さい。 
 
（次頁に続く） 

前頁に記載のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（サッカー等スタジアムに関する
御意見については，項目 40 として
別途整理しています。） 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
  （前頁の続き） 

本港区エリアをどの様に利活用す
るか，二つの施設を建設すること
を提案します。 
I・レトロ未来館の建設 
日本の近代化は，多くの薩摩の
青年が血を流した「明治維新」か
ら始まった。鹿児島には先人達
が成し遂げた，多くの史跡があ
る。未来へ繋がるロケット発射
場がある。60 万都市の眼前に火
山があるのは，世界で鹿児島の
ランドマーク桜島だけである。
南の人は北に憧れる。北国の人
は南に憧れる。北国の冬は雪や
氷に閉ざされて農閑期も長い。
鹿児島は異常高温も異常低温も
なく，人々も穏やかで暖かい。今
まで鹿児島県が推進して来た観
光立国を今後も推進すべきであ
る。そこで本港区エリアに「明
治・大正・昭和・レトロ未来館」
を建設する。 
 

レトロ未来館の展示内容は 
1. 薩摩藩の歴史 

江戸時代南国薩摩藩は外国と
の玄関口であった 

・ フランシスコ・ザビエルの上
陸(祇園之洲キリスト教の布
教) 

・ 鑑真和上の上陸(坊の津中国
文明の伝来) 

・ ポルトガル船の難破(鉄砲が
種子島にもたらされる) 

・ 薩英戦争(錦江湾に侵攻して
来たイギリス艦 7 隻と砲火を
交え撃退させる) 

・ 薩摩の青年19名をヨーロッパ
視察に派遣 
江戸時代末期に日本最初の工

業地帯(コンビナート)を磯に作
った。溶鉱炉・大砲鉄砲製作所・
造船所・ガラスエ芸所・織物工場
など 

2. 農畜産物の展示・飲食・即売 
3. 水産物の展示・飲食・即売 
4. 屋台村の機能 
5. 各市町村自治体の特色ある

(移住したくなる)紹介・ふる
さと自慢コーナー 

6. 移住相談コーナー 
7. 大型モニターによるロケット

発射時の映像と轟音のオンラ
インと随時再現 

（次頁に続く） 

前頁に記載のとおりです。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
 
 

 
 

（前頁の続き） 
 
8. 大東亜戦争と鹿児島 
・ 真珠湾と地形が似ていた錦江

湾で，真珠湾攻撃の猛訓練を
していた 

・ 戦争末期鹿児島には知覧・鹿
屋・出水に特攻機の出撃基地
があり，青年飛行士達が爆弾
諸共敵艦に突撃して行った漉
児島からの出撃者は約 2千名 

・ 桜島に特攻艇震洋の出撃地も
ある 

9. 日本の安全保障の一翼を担
う，南西諸島の防衛網の現状
(防衛省参画) 

10. 周辺国の軍備状況(防衛省参
画) 

11. 温泉入浴施設 
12. 体験コーナーセグウェイ・モ

ーターサイクル・ドローン
等々 

13. 室内で行える新しいスポーツ 
14. 一日中遊べる・学べる施設を

目指す 
15. 県下にある過疎化と老朽化に

より存在価値が低くなった展
示施設のスクラップ&ビルド
をし，利用出来る物はレトロ
館に移設集中展示し，地方の
維持管理費を削減する 
展示品で有効な物はレトロ館
に移設その他は施設ごと廃棄
する 
例.宝山ホールの恐竜 

16. ロケットの展示 
17. 近未来の生活様式・街の風景・

乗り物等々のパネル展示，シ
ンボルの木として「クロガネ
もち」の木を植える強くて逞
しい薩摩隼人 

18. その他諸々 
 
（次頁に続く） 

前頁に記載のとおりです。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
  （前頁の続き） 

 
Ⅱ．海中・河川の生物から食料を作

る研究センターを建設する海洋
牧場研究センター 
世界の人口増加と，地球温暖

化による気象異常で農産物の生
産性が低下し，食料の争奪戦が
起こる。 
肥料・飼料・米以外の穀物の多

くを外国に依存している日本
は，食料争奪戦が起きた時，勝ち
組となるのか負け組となるの
か，食料安全保障の問題である。 
鹿児島は三方を海に囲まれ，

河川も多い。 
海中・河川に生育する藻等の

水中生物から，食料を製造する
研究がある。 
本港区エリアに二番目の施設

として「海洋牧場研究センター」
を設置して，次世代の食糧とし
て鹿児島大学水産学部と共同研
究を行う未来への投資として建
設する。 
初期は研究設備等の小規模施

設でよいが，開発に目途が立っ
た場合には，「海中・河川生物食
糧化プラント」とし本格的な工
場を建設し，製品製造を行う。 
この様な時代が来なければよ

いのだが？以上提案申し上げま
す。 

前頁に記載のとおりです。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
40 ３～22 頁 

 
鹿児島港本港
区エリアの新
たなまちづく
り 

（別紙「新スタジアムの建設に反
対」） 

鹿児島港本港区エリアの多機能
複合型スタジアム構想と本港区エ
リアの利活用について 

太平洋戦争後，荒廃した日本を
復興して来たのは，サッカーでも
ない，野球でもない，他のスポーツ
でもない。 

それは日本人の持つ勤勉さ，優
秀な頭脳であった。 

資源の乏しい島国で，日本の活
路を開いて来たのは明治時代以来
脈々と培われてきた産業立国にま
い進した，日本国を思う昭和の先
輩達であった。 

良質で安価なメイドインジャパ
ンの生活用品や産業機械製品を世
界に提供し，見事な復興を成し遂
げ，戦後復興の奇跡と世界中から
称えられた。 

半導体，アルカリイオン電池等
世界をリードする，先端科学技術
を研究開発して，多くのノーベル
賞受賞者を輩出して来たが，生活
が豊かになるに従い，野球サッカ
ー等スポーツ馬鹿が増え，優秀な
人材がスポーツ面へ流れ，かつて，
国際競争力１位であった日本が今
は 23 位と脱落し，日本人の劣化が
止まらない。 

第一次ベビーブームでは 210 万
人，第二次ベビープームでは150万
人生まれた赤ちゃんが，昨年はな
んと 80 万人を切った。 

今，日本は超高齢化社会にある
が，これは政策で止める事が出来
る。しかし，超少子化は女性の結
婚・子育てに関するマイナスイメ
ージの意識の問題であり，簡単に
出産増加に転ずることは出来な
い。 

一方，日本国の借金は 1,100 兆
円に上り，毎年新年度予算は赤字
国債の増額で，国掴民)の借金は
益々増加して行く。 

借金は増え続け，若者は減り続
け，将来の展望が開けない中で，
300 億円も掛かると言われる，新ス
タジアムの建設は，減り続ける若
者に大きな負担(負の遺産)を残す
だけであり，若者の将来への夢・希
望を奪い取ってしまうだけであ
る。 
（次頁に続く） 

鹿児島市が検討していた北ふ頭
でのサッカー等スタジアム整備に
ついては，白紙に戻されたところ
です。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 
御提案いただいたような「災害

時の活用」等については，本港区の
まちづくりを検討するに当たって
参考としてまいります。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
  （前頁の続き） 

 
新スタジアムの建設は絶対反対

である。どうしても作りたい人は，
自分のお金で築け。 

今，日本はベトナム・中国・フイ
リピン・ミャンマー等から 200 万
人程度の労働者を受け入れてい
る。それでも各産業界は人手不足
の状態にある。 

それでも，生産性が何もないプ
ロスポーツ業界は増えている。 

日本にプロスポーツは要らな
い。この面からも新スタジアムの
建設に反対である。 

また，鹿児島ユナイテッドのホ
ーム整備とＪリーグクラブライセ
ンスとかは，県や市が関わる問題
ではない。 

県や市が取り組まなければなら
ない施策は多方面にわたるが，新
スタジアム建設に関わる部署を廃
止する事で議論は終止符を打つ。 

自殺者・ヤングケアラー・シング
ルマザー・子供食堂に頼らざるを
得ない人等々社会の底辺で，今日
をどう生きるかという人々に光を
当てること。 

もう少し地に着いた血の通う政
策を実施して貰いたい。 

本港区エリアの利活用について 
近い内に必ず起こる中国の台湾

侵攻で，沖縄も戦場に巻き込まれ，
数十万の避難民が発生する。 

何時起こるか分からない桜島の
大爆発時の避難民近い将来発生が
予想される，南海トラフ地震時の
避難民トルコの大地震にみられる
ように，災害発生時には想像を絶
する多くの避難民が発生し，その
収容をどうするのかが大問題であ
る。 

本港区エリアは公用地で平坦で
面積も広く，緊急時の避難民の収
容には最適地である。 

本港区エリアは，大規模災害発
生時の避難民収容施設の建設に充
てるべく，恒久施設は作らず，いざ
という時の避難民収容施設に充て
ること。 
以上 

 前頁に記載のとおりです。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
41 ３～22 頁 

 
鹿児島港本港
区エリアの新
たなまちづく
り 

現在，このエリアではいろいろ
な開発の意見が出ておりますが，
この地域の開発はこの鹿児島市だ
けでなく，鹿児島県全体の将来の
発展を左右するものです。重要地
域の発展は県全体にアメーバ状に
影響します。鹿児島県は南方に島
が多く，島の経済，観光等を支える
為の運航の玄関口です。そして，鹿
児島の象徴である桜島がその目前
にあります。活火山がこんなに近
くから見える場所は日本国内，世
界の何処にもありません。眺望は
世界一のスポットです。この地域
の最良の開発を期待しています。
私も建築士として永い間，地域(指
宿市)の街づくりに携わってきま
した。本港区の開発について諸々
の思案を下記に列挙しました。参
考にして頂ければ有難いです。 
 
１）どのような建物を建てればベ

ストか，開発の一番の最重要課
題です。個々の建物は，建築基準
法等に法り，建設される。一般的
な考え方の順序として建物—街
並み—人の活動(賑わい)です。こ
の方法では，往々にして失敗す
るときがあります。逆の考え方，
人の活動(賑わい)をさせるには
どんな街並みがよいのか，その
街並みをつくる建物，街並みの
全体像を考えて造られた建物が
ベストです。個々の建物が街並
みからずれていては，良い建物
とは言えません。人の行動(賑わ
い)一街並み一建物と考える方
が良い建物が」できます。人の行
動，活動(賑わい)を徹底して探
究して，そのうえで街並みを考
え，建物をつくります。人の行
動，活動をどう捉えるかが重要
課題です。失敗例があります。以
前ドルフィンポートに建設され
ていた２階建の建物です。眺望
の良い場所にも拘わらず，昼間
の利用者は居なかった。駐車場
はガラ空きだった。昼間に観光
客を入れる考えは無かったの
か。建物を計画するときに人の
行動，活動を考えなかったので
は思われます。 

（次頁に続く） 

本港区エリアにおいて建築物等
の建築等を行う場合には，鹿児島
港本港区景観ガイドラインに基づ
き，良好な景観形成を図ることと
しています。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 
なお，ドルフィンポート跡地へ

の整備を予定するスポーツ・コン
ベンションセンターには，展望ス
ペースなどを設置することとして
おり，来場者が錦江湾や桜島の眺
望を楽しめる空間を創出すること
としています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
  （前頁の続き） 

 
２）建物は用途によって，どんな 
場所が良いか決めるべきです。
体育館，サッカー場等の体育施
設であれば，中で競技する人が
アクセスし易い場所を決めるこ
とが大切です。競技する人のこ
とを考える事が一次的要素であ
り，観客のことを考えることは，
あくまでも二次的要素です。 

 
３）本港区は天文館の街に近いこ

ともあり，体育施設をここに誘
致して，観客の周回を期待して
いる向きがありますが，このこ
とは考慮しなくてもよいのでは
と思います。天文館も他力本願
では街は発展しません。天文館
の街も旧態依然のままでは時代
に取り残されます。現在，中央駅
周辺，産業道路沿いのイオンの
周辺，天文館と三か所の街が賑
わっています。時代は変わりま
す。その時代に即応して，変化し
て，発展していかなければなり
ません。 

 
４）本港区は世界一の眺望の良い

場所です。それを生かすことが
鹿児島県の国際観光都市へのス
テップです。眺望には横軸の眺
望，縦軸の眺望が考えられます。
横軸の眺望は，移動することに
よって，風景が変わります。縦軸
の眺望は高くなるにつれ，人の
感動は大きくなります。又，高く
なればなるほど，片方だけでな
く，東西南北が見渡せるように
なります。東は桜島，南は開聞
岳，北は霧島連山，西は城山が見
えます。人々に素晴らしい感動
を与え，世界一の観光スポット
になります。タワー建設が最良
の方法だと思います。 

 
５）最後に，鹿児島県出身の歌手の

森進一の「港町ブルース」の歌の
ように，港(波止揚)はロマン溢
れる街であってほしい。 

 

 前頁に記載のとおりです。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
42 １頁 

 
エリアコンセ
プトプランに
ついて 
 
 
 

抽象的表現が多く，工夫すると
かどう対応するのか不明な表示が
多く，どこにどのような設備を作
るのか全くわからない。 

市・県民の要望しているのが何
か，それに対応する事項にどのよ
うに対応するのか全く不明。 

唯，従来指摘した市・県民の広
場，設備，インバウンド，離島関係
に言及していることは評価する
が，イメージ先行で具体的に有効
に機能するか不明だ。 
色々と調査された資料は参考にな
る。 

県からの提案として受け取った
が，このプランが生かすか，無駄に
なるかはこれからの作業である。 

これらの提案はこれらの提案が
有効に機能するかの検討をまたな
いと，そのままプランとして受け
入れられるものではない。 

エリアコンセプトプランは，本
港区の望ましいまちづくりを進め
るため，土地利用の方向性を示す
ゾーニングとともに，人流や物流
についての動線，まちづくりの方
向性やエリア毎の利活用の方針に
ついてお示ししたものです。 
また，検討委員会では，ポスター

セッションやプレゼンテーション
を実施し，県民から寄せられた利
活用のアイデアを十分にお聞きし
た上で，エリアコンセプトプラン
の検討に活かしたところです。 
本港区エリアでは，今後，エリア

コンセプトプランを基にしたまち
づくりを進めることになります。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 

43 １頁 
 
エリアコンセ
プトプランに
ついて 
 
 
 

 設備だけ作ってもそれが有効に
機能するものではない。 

例えば，インバウンドで外人は
何を期待しているのか，それに対
応するものはあるのか，食事はラ
ーメンか伝統の日本食か，ホテル
は等々県外からは何があればよい
か，それがあるのか？ 
 離島関係では港湾設備の改良だ
けで利用者が増えるものでもな
く，離島に簡易宿泊設備とかを設
置して利用の増加をはかるとか，
設備が有効に利用する対策をはか
らなければならない。 
 インバウンド，市民のためには
中央駅～ウォーターフロントの観
光道路化，店の近代化をはかる必
要がある。岩崎の駐車場は天文館
の美観を損なっているから，地下
に設置してもらうよう，設備近代
化の低利融資を考えてみるとか。 
 要するに，鹿児島市の近代化を
促す都市計画を実施しないと，そ
の対策と港湾の有効利用を考えな
いと，無駄な出費となる。 

本港区エリアのまちづくりを進
めるに当たっては，鹿児島市の中
心市街地の活性化に向けた取組な
ども踏まえ，同市と連携しながら
進めてまいります。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
44 19 頁 

 
ドルフィンポ
ート跡地エリ
アの利活用方
針 
 
 
 
 
 

 スポーツ・コンベンションセン
ターの内容が不明。 
 歌舞伎とか市民のための多数の
観客席ある建物は参考に値する
が，鴨池の市民ホールとの調整は
どうなるのか。（昔，南林寺には歌
舞伎公演がある劇場もあったが）
利用次第では検討に値するので
は。 

スポーツ・コンベンションセン
ターについては，現体育館が狭隘
のため，県大会などの一定規模以
上の大会開催や全国大会などの誘
致ができないという課題を踏ま
え，これらに対応できる施設とし
て整備するもので，体育館として
建て替えるものです。 
その上で，利用日数を把握した

結果，年間の利用形態として，スポ
ーツ利用が約７割見込まれ，残り
の約３割を同センターの仕様等を
特段変更することなく，コンサー
トや展示会，見本市などのイベン
ト等の多目的利用で有効活用する
こととしました。 
なお，メインアリーナの観客席

は，国際大会の開催の目安となる
基準（アリーナ標準）などに基づき
検討し，8,000 席以上を必要規模と
したところです。 
これにより，これまで県内で開

催することができなかった大規模
なコンサートや，展示会等の開催
が可能となるほか，同センターを
メイン会場とし，周辺の施設をサ
ブ会場や分科会会場とするなど，
複数の施設で連携して取り組むこ
とにより，各種団体等の大規模な
全国大会の開催等も可能となりま
す。 

45 その他 市の要望しているサッカー場は
どうなったがわからないが，私は
県所有の吉野公園にサッカー場と
体育館を作り，スポーツランドと
してゴルフ場（既存）を加え，鹿児
島県の有効な設備となると思って
いる。 

公園に広い土地は不要，東京の
都心にある毛利庭園など素晴らし
い散策公園となっている。参考に
すべきと思う。 

吉野公園は，雄大な桜島を借景
とし，錦江湾や霧島連山を一望で
きる自然景観を生かしつつ，観賞・
レクリエーションの場として設置
した公園であり，サッカー等スタ
ジアムや体育館等の整備は想定し
ていないところです。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
46 ２頁 

 
鹿児島港本港
区エリアの位
置付け 
 

（４段目） 
本港区に隣接して，２本の主要

な自動車動線･･･ 
現在掘削中の東西トンネルから

中州通り，天保山で県道と交わり，
出水，阿久根，薩摩川内並びに県外
熊本からの結節点になります。 

霧島など県北部からの物流，人
的流入のためには国道10号鹿児島
北パイパスを，祇園之洲公園から
竜ケ水駅先まで海底地下トンネル
化し，交通の便をよりよくしても
らいたい。 

 

鹿児島北バイパスについては，
鹿児島市吉野町花倉付近から仙厳
園の背後を約３km のトンネルで通
り，同市小川町へ至る約 5.3ｋｍの
ルートとして計画されており，こ
れまで，終点の小川町側から 1.2ｋ
ｍが供用され，現在，国において花
倉から祇園之洲間約 4.1ｋｍ区間
の整備が進められています。 
鹿児島北バイパスの整備によ

り，国道 10 号の交通混雑の緩和や
交通安全性の向上，物流の円滑化
が期待されています。 

47 ４頁 
 
まちづくりの
方向性に関す
る５つの方針 
 

住吉町１５番街区に総合市場を
設け，農林水産物，花卉，畜産物市
場を観光の目玉として集客に役立
てる。例：東京築地市揚 

人々を導くための新交通機関，
路上電車型交通機関の導入(新屋
敷～パース通り～本港区エリア～
桜島フェリーターミナル駅～鹿児
島駅)。 

パース通りの両側に植林地帯を
設け，東京のマッカーサー通りの
ようにカフェ通りを設け，木陰で
くつろげる空間を設ける。 

脱炭素社会の実現に向けて，水
素社会の導入(車，自転車，事務所
冷暖房など) 

持続可能なエネルギーの活用
(地熱，風力，水力，太陽光，潮流
など)エリアとして発信していく。 

本港区と鴨池を結ぶ空の交通手
段として，ドローンタクシーの導
入を検討していく。 

住吉町１５番街区エリアについ
ては，スポーツ・コンベンションセ
ンター基本構想に基づき，駐車場
を整備することとしていますが，
将来的に，同地について新たな利
活用の提案があった場合は，県議
会においても十分御議論を頂いた
上で，新たな活用を検討すること
としています。 
北ふ頭や南ふ頭エリアでは，御

提案のあったような飲食・物販機
能の導入も想定していますが，住
吉町１５番街区エリアでは想定し
ていないところです。 
また，本港区エリアのまちづく

りに当たっては，鹿児島市が検討
している路面電車観光路線との調
整や，中心市街地とのウォーカブ
ルなまちづくりとの連携等を行う
こととしています。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 

48 その他 
 
 

桜島も本港区エリアの延長線上
にあり，桜島フェリーターミナル
(桜島側)近くに，サッカー競技場
兼コンサート会場，大規模集客施
設を誘致して行きたい。 

桜島噴火に伴う，緊急避難施設
としての活用も目指す。 

桜島での体験型観光，体験型農
業の拠点としても活用できる。 

海外からの観光客向けに，鹿児
島型ＩＲの導入も検討していくこ
とで，鹿児島での過ごし方も変化
してくる。また市の観光資源とし
て将来役に立ってくる。 

本港区エリアの電線類はすべて
地下化していく。 

桜島については，今回のエリア
コンセプトプランの対象が本港区
エリアであることから，利活用方
針等はお示ししていないところで
す。 
本港区エリアにおける電線類に

ついては，現在，県において地下化
に取り組んでいるところです。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
49 １頁 

 
エリアコンセ
プトプランに
ついて 
 
 

桜島と錦江湾の景観があれば，
おのずと観光客が集まってくると
いうのは少し甘いのではないか。 

桜島とて鹿児島県民が思うほど
観光名所として全国的に認知され
ているとは思えない。ウォーター
フロントを整備し，集客を狙った
所は全国各地にあるが景観ときれ
いな整備だけではその後，閑散と
している所が多い。 

個人の観光客等は明確なイメー
ジのある目的地となるものがない
と行ってみようにはつながらな
い。 

例えば，ネーミングのある展望
タワー，マーライオンのような建
造物やモニュメント，横浜ベイエ
リアの倉庫街等，ウォーターフロ
ントには鹿児島に来たら外せない
訪問地として認知される鹿児島観
光のシンボルとなるものが必要。 

市民目線でみれば，ただの公園，
散策コースだけでは１回くれば終
わり。多くの市民が継続して訪れ
るためには，健康維持のためにジ
ョギングやウォーキングなど高松
市の赤灯台のような自転車などで
気軽に来られるための仕掛けが必
要。 

御提案いただいたような「展望
台，シンボル施設，モニュメント，
ウォーキング，ジョギング」等につ
いては，本港区のまちづくりを検
討するに当たっての参考としてま
いります。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
50 19 頁 

 
ドルフィンポ
ート跡地エリ
アの利活用方
針 

鹿児島県新体育館及び鹿児島市
サッカースタジアム計画について
の提言 

鹿児島市の下鶴隆央市長がスタ
ジアム構想，北埠頭断念を正式表
明されました。 

新候補を県と協議となり新たな
候補地は県と市が一諸になり探し
ていくことになりました。 

そこで，自分なりに長年考えて
いた候補地について提案させても
らいます。 

まず，鹿児島大学水産学部をマ
リンポートかごしまもしくは平川
に移転する。 

その跡地に上記施設を構築する
には，余りある膨大の敷地と利便
性があることは誰もが認める場所
であります。 

当地は，前知事が提唱されてい
た新体育館を含むアリーナ構想も
可能なところです。 

当地は，既存の県陸上競技場ほ
か体育施設とも近く，相互利用も
可能な立地であり，当地と立体交
差もしくは地下道と結ぶことによ
り利便性が高まるものと思われま
す。 

当地は，既存の交通体系面から
みても申し分ない場所と思われ，
県内外からの駐車場も十分確保で
きるものと思われる。 

諸問題はあり，そんなに簡単な
ことでは無いことは承知の上で，
あえて問題提起いたします。 

振り出しに戻り，さらに数年か
かるでしょうが，100 年，200 年後
の鹿児島県を見据えての政治決断
をお願いしたい。 

スポーツ・コンベンションセン
ターについては，基本構想に基づ
き，ドルフィンポート跡地に整備
することとしています。 
 同センターの検討に当たって
は，場所ありきではなく，まずは，
総合体育館基本構想検討委員会に
おいて，スポーツ振興の拠点とし
ての機能に加え，コンサートなど
多目的利用による交流拠点機能を
有する施設としてのコンセプトを
取りまとめていただきました。 
 これを踏まえ，その機能を最大
限に発揮させる立地について検討
した結果，離島や大隅地域をはじ
め県土全域からの交通利便性など
を踏まえると，鹿児島市に立地す
ることが望ましいとされました。 
 その上で，候補となり得る土地
を選定し，交通利便性や宿泊施設
の集積，経済波及効果など，１２の
客観的評価基準に基づき評価して
いただいた結果，ドルフィンポー
ト跡地等を一体的なエリアとして
検討することとされました。 
 候補地の選定段階では，提案の
鹿児島大学水産学部敷地について
も，整備候補地としての可能性に
ついて検討しましたが，所有者で
ある鹿児島大学の譲渡意向がない
ことを確認し，候補地として適さ
ないとしたところです。 
一方，サッカー等スタジアムに

ついては，今後，ホームタウンであ
る鹿児島市と一緒に，新たな候補
地を検討していきたいと考えてお
り，引き続き，同市と連携を図りな
がら，「オール鹿児島」で取り組ん
でまいりたいと考えています。 

51 ５頁 
 
ゾーニング 
 
 
 

大体の構想，拝見しました。 
細かすぎてもっとシンプルな説

明が欲しいです。 
100 人 100 通りの希望を取り込

もうとしても良い物は生まれてこ
ないと思いますが？ 
（新鮮なイメージ写真を期待して
います。） 

エリアコンセプトプランは，本
港区の望ましいまちづくりを進め
るため，土地利用の方向性を示す
ゾーニングとともに，人流や物流
についての動線，まちづくりの方
向性やエリア毎の利活用の方針に
ついてお示ししたものです。 
具体的な事業については，鹿児

島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定することと
しており，事業化に際しては，県民
の皆様への分かりやすい説明に努
めてまいります。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
52 ３頁 

 
まちづくりの
方向性 
 
 
 

どんな施設を造るにせよ，気鋭
の建築家による名建築・建造物・ゾ
ーンである必要があります。その
建築家の代表作となるような。そ
れだけで，市民・県民のシビックプ
ライドが向上しますし，観光資源
になります。 

 

エリアコンセプトプランに基づ
く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 
建築家の起用などの具体的な整

備手法については，導入する施設
の具体化の中で検討されることに
なりますが，本港区エリアでは，錦
江湾や桜島，歴史的建造物等の景
観資源に配慮し，地区全体として
調和のとれた景観を形成すること
としており，施設整備に当たって
は，その観点で取り組むこととな
ります。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
53 ３頁 

 
まちづくりの
方向性 
 
 
66 頁 
 
鹿児島港本港
区エリアの利
活用に係る検
討委員会 
 
 
 

高松にも調査に行かれているよ
うで，ぜひ参考にして頂きたい。 

高松市は，中心部のアーケード
街，お城，海辺，そして港湾部から
フェリーで直島などへ向かう経路
がよく設計されており，この接続
性が，瀬戸内芸術祭の成功にも寄
与していると思います。非常に鹿
児島市の参考になる街の作りで
す。 

また，台湾の高雄の港湾エリア
も大変参考になります。駁二芸術
特区は文化施設とカフェ，マルシ
ェが行われる公園があり，現在の
本港区エリアコンセプトを一部実
現していると言えます。フェリー
で近くにある夕陽の名所の島にも
行けるなど，この点もフェリーが
ある鹿児島にとって参考になるで
しょう。他にも，コンベンションが
可能な流行音楽センターがあり，
この周りでは野外音楽フェスも行
われています。さらに，工業港であ
る湾の反対側にはオフィス街や倉
庫などがあり，ここに体育館があ
れば，本港区エリアコンセプトの
完成形と言える状況です。 

現在高雄のこの地区の海には
「ラバーダック」という世界的に
有名な黄色いアヒルが浮いていま
す。大阪や上海などにも出現して
いるアートプロジェクトのアヒル
で，集客力があります。このアヒル
が，桜島を背景に錦江湾にいる景
色を想像してください。少なくと
も，西日本中から観光客がやって
くるでしょう。 

このように，錦江湾のこの地区
には音楽フェスや芸術祭のような
文化イベント会場としてのポテン
シャルがあります。現在は，体育館
の印象が一人歩きしており，他の
文化活動や観光資源としての価値
創出のアイデアが乏しく見えま
す。体育以外の文化活動にも具体
性のあるアイデアを持って，グラ
ンドデザインを構築する段階に入
っていると思いますので，よろし
くお願い申し上げます。 

ドルフィンポート跡地への整備
を予定するスポーツ・コンベンシ
ョンセンターは，年間の利用形態
として，スポーツ利用が約７割見
込まれ，残りの約３割を同センタ
ーの仕様等を特段変更することな
く，コンサートや展示会，見本市な
どのイベント等の多目的利用で有
効活用することとしました。 
また，メインアリーナの観客席

は，国際大会の開催の目安となる
基準（アリーナ標準）などに基づき
検討した結果，8,000 席以上を必要
規模としたところです。 
これにより，これまで県内で開

催することができなかった大規模
なコンサートや，展示会等の開催
が可能となり，御提案の文化イベ
ント会場としての活用も見込まれ
ます。 
また，ドルフィンポート跡地に

は，同センターと併せて屋外での
様々なイベントにも対応できる多
目的広場を整備することしてお
り，同センターや周辺のウォータ
ーフロントパークと連携した活用
を行うことで，屋外の文化イベン
トも開催が可能であると考えてい
ます。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
54 ８頁 

 
方針１ 賑わ
いや人の流れ
を生むしかけ
づくり 
 
 
56 頁 
 
県民から寄せ
られた利活用
のアイデアの
とりまとめ 
 
 
 

これ（アーバンスポーツのため
のスペース等の確保）には大変賛
成です。アーバンスポーツを取り
入れることで，体育のイメージの
スポーツのみならず，カルチャー
への接続が良くなるでしょう。 

また，パラスポーツの場となる
ことも社会的・教育的価値が高い。
これに加え，eスポーツの観点も加
われば，これからのデジタル時代
にも相応しいでしょう。 

工夫としては，漫画家の井上雄
彦氏にも協力を仰ぎ，キャラクタ
ーが大きく描かれた空間などもあ
ると，子供達のスポーツへの憧れ
とモチベーションの醸造，観光資
源としての価値が高まるのでは？ 

御提案の「eスポーツ，漫画」等
については，本港区のまちづくり
を検討するに当たっての参考とし
てまいります。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 

55 26 頁 
 
エリア特性（北
ふ頭エリア） 

今後数十年の間に，水族館の建
物の建替の必要もあるかもしれな
いので，北ふ頭内で「駐車場スペー
スに建替→旧水族館を更地にして
駐車場へ」など，用途の入れ替えが
できるような計画もした方が良い
ように思います（また新たな移転
問題を生まぬように）。 

かごしま水族館については，鹿
児島市において改修が検討されて
いるところですが，現在の場所が
適地であるとして移転しない方針
が示されています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
56 43 頁 

 
コンベンショ
ン機能を導入
する場合の考
え方 
 
 
55～60 頁 
 
県民から寄せ
られた利活用
のアイデアの
とりまとめ 
 

先述の通り，スポーツ以外にも
音楽や芸術でも利用できることが
重要です。県外の人にも地元の人
にも魅力があることこそが，回遊
性を高めます。国際会議に使える
会議場は一案です。神戸ポートア
イランドも会議場と体育館が併設
されており，会議の際に体育館が
展示会場になることもあり，理に
かなっています。さらに，宿泊機能
も検討されていることも納得でき
ます。神戸もそうですし，横浜でも
そのようにコンベンション施設は
設計されています。 

しかし，ここで不自然なのは，こ
の港湾区に，「複合文化施設も作
る」という案が出てこないことで
す。県民からの意見（P55 以降）に
は，例えば「美術」というワードが
頻出するのに，です！もはや不自
然であり，鹿児島県は現代的な文
化施設を頑なに拒んでいるのでは
ないかとさえ思えます。本コンセ
プトプ案の冒頭（P8-12）でも事例
として取り上げている横浜も，神
戸も，北九州市も，港湾エリアには
国際会議上とともに現代美術館な
どがあります。今後，大都市圏と地
方の格差として懸念されるのが，
文化資本の違いと言われることが
多々あるように思います。この文
化資本は教育資源であり，これら
が大都市圏と比べて見劣りするこ
とは，若者や子育て世代の流出を
招くでしょう。錦江湾エリアの再
開発では，これまで県内になかっ
たものを作っていくべきです。こ
れまでになかったものを作るから
こそ，中央・天文館エリアからの回
遊が生まれるのですから。「これま
でになかったものを作る」という
気概が県政から見えないことは，
若い世代の落胆や「何も期待しな
い」という姿勢にも繋がるでしょ
う。県議会でも，いわしげ議員から
質疑があり，知事も他県の例とし
て金沢21世紀美術館を大型施設の
成功例として述べていらっしゃい
ました。であれば，やはり文化拠点
としての機能も，この地で考える
べきです。 

 
（次頁へ続く） 

 

御提案の「複合文化施設」等につ
いては，本港区のまちづくりを検
討するに当たっての参考としてま
いります。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
  （前頁の続き） 

 
例えば，山口の YCAM，仙台のせ

んだいメディアテークなどが参考
になるでしょう。そしてこれら施
設はやはり，建築としても美しい
のです。県外から観光客が訪れる
のみならず，地元の老若男女が集
っています。 

前頁に記載のとおりです。 

57 表紙 
 
 

（本港区航空写真） 
できれば，最新の現況写真として
ほしい。 

 表紙に使用している航空写真に
ついては，現在県で所持している
最新の写真を使用しています。 

58 目次 
 
 
 

（２，４行目ほか，全体的に） 
番号のピリオド（.）は不要では。

（以下同様） 
（１７行目 利活用方針） 

各エリア毎の利活用の方針（イ
メージ）・・・13 としてはどうか。 
（１８行目 北ふ頭エリア）  
 ・・・・14～15 としてはどうか。 
（下１行目 付属資料） 
・・・・25～67 としてはどうか。 

御意見を踏まえ，ピリオドを削
除し，ページ数を修正します。 

59 １頁 
 
エリアコンセ
プトプランに
ついて 
 
 
 
 

（下２行目，１行目） 
エリアコンセプトプランは，長

期的な方針を示すものなので，「事
業を進めるものとします。」とし
て，「また，～～更新していくもの
です。」は記載しなくても良いので
は。 

鹿児島港本港区エリアでは，今
後，エリアコンセプトプランを基
にしたまちづくりを進めることに
なります。 
エリアコンセプトプランは，御

指摘のとおり長期的な方針を示す
ものなので，短期間での見直しを
行うことは考えていませんが，今
後，中長期にわたってまちづくり
を進めていく中で，事業の進捗等
により見直す必要が生じた場合に
更新することとしています。 

60 ２頁 
 
鹿児島港本港
区エリアの位
置付け 
 
 
 
 

（３，６行目ほか，全体的に） 
見やすいように，文章の最初の

中点（・）のあとにスペースを取っ
てほしい。（以下同様） 
（11 行目 「ナポリ通り・パース
通り」） 

「パース通り・ナポリ通り」とし
た方がわかりやすいのでは。 
（13～15 行目） 

臨港道路と県道が「県北部や県
南部，県西部からの一般交通を担
っています」というのはどうかと
思う。東西道路と南北幹線道路が
完成すれば，そのようになるかも
しれないが。 

御意見を踏まえスペースを追加
し，「パース通り・ナポリ通り」に
修正します。 
なお，臨港道路や県道について

は，鹿児島市中心部・県西部をつな
ぐ高速道路から県南北に向かう経
路として利用されている現状を踏
まえ，このような記載としたとこ
ろです。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
61 ３頁 

 
まちづくりの
方向性 
 

（９行目） 
「「鹿児島港本港区景観ガイド
ライン」を策定することとしま
した。」としているが，令和５年
12 月に策定済ではないか。 

（下図中，「鹿児島港本港区景観ガ
イドライン」） 

下に，「（R5.12）」を記載して
ほしい。 

（下図中，方針３） 
「～鹿児島の海の玄関口として」

としたい。 

御意見を踏まえ「鹿児島港本港
区景観ガイドライン」については
「令和５年 12 月に策定しました」
に修正します。また，図中の「鹿児
島港本港区景観ガイドライン」に
「(R5.12)」を追記し，「鹿児島の
玄関口」を「鹿児島の海の玄関口」
に修正します。 

62 ４頁 
 
まちづくりの
方向性に関す
る５つの方針 
 

（４，６行目ほか，全体的に） 
文章の最初のチェックマーク
（✓）のあとにスペースを取っ
てほしい。（以下同様） 

（14 行目，「や各離島に」） 
「や各離島等に」としたい。 

（12 行目，方針３） 
「～鹿児島の海の玄関口として」

としたい。 

御意見を踏まえスペースを追加
し，「～や各離島『等』」を追加し，
「鹿児島の玄関口」を「鹿児島の海
の玄関口」に修正します。 

63 ５頁 
 
ゾーニング 

（上図，③南ふ頭） 
集客機能は北ふ頭に一本化して，
南ふ頭は港湾機能に特化し，離島
航路による流通拠点，交通結節点
とした方が良いのではないか。 

南ふ頭エリアについては，夜間
に航路便が出港するという港の夜
景の魅力があります。その魅力を
活かして新たな来訪者を呼び込む
とともに，航路利用者も快適に過
ごす事ができる集客機能を誘導す
ることとしています。 

64 ６頁 
 
賑わいのター
ゲットと受け
皿となるエリ
アの整理 
 

（表中，「趣味や遊びを～」の受け
皿となるエリア） 

【該当するエリア】から，「・南
ふ頭」を外す。 
 

南ふ頭エリアについては，夜間
に航路便が出港するという港の夜
景の魅力があります。その魅力を
活かして新たな来訪者を呼び込む
とともに，航路利用者も快適に過
ごす事ができる集客機能を誘導す
ることとしています。 

65 ８～12 頁 
 
鹿児島港本港
区エリアの新
たなまちづく
り 

（３行目等） 
「○方針１ ～」等が，２行目の

「方針１ ～」等とかぶっている
ため，削除したい。 

 

御意見を踏まえ，「方針～」と被
っている箇所は削除します。 

66 10 頁 
 
方針３ 国際
観光都市鹿児
島の玄関口と
して，世界から
観光客が訪れ
る質の高いま
ちなみの形成 

（２，９行目 「玄関口」） 
「海の玄関口」としたい。 

御意見を踏まえ，「鹿児島の玄関
口」を「鹿児島の海の玄関口」に修
正します。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
67 11 頁 

 
方針４ 継続
的なエリアマ
ネジメントに
よる持続可能
なまちづくり
の実現 

（５行目） 
「アイデンティティ」の意味良

くわからない。 

本港区ならでは・本港区らしさ
を「本港区のアイデンティティ」と
表現したものです。 
御意見を踏まえ「本港区のアイ

デンティティ（特色，個性）」に修
正します。 

68 16 頁 
 
南ふ頭エリア
の利活用方針 
 
 
 

集客機能は北ふ頭に一本化し
て，南ふ頭は港湾機能に特化し，離
島航路による流通拠点，交通結節
点とした方が良いのではないか。
全体的に，港湾事業者と離島航路
利用者のためのエリアとすべき。
県営駐車場は，新体育館ができる
と不足気味になる。余地があれば
新体育館の近くにアーバンスポー
ツのスペース等として確保すれば
よい。 

サンフランシスコの旅客ターミ
ナルやマイアミの夜景は，南ふ頭
には似合わない。 

南ふ頭エリアについては，夜間
に航路便が出港するという港の夜
景の魅力があります。その魅力を
活かして新たな来訪者を呼び込む
とともに，航路利用者も快適に過
ごす事ができる集客機能を誘導す
ることとしています。 

69 17 頁 
 
桜島フェリー
ターミナル周
辺エリアの利
活用方針 
 
 
 
 

（18 行目 屋上緑化，壁面緑化を
検討します。） 

屋上緑化，壁面緑化の検討に当
たっては，降灰の影響対策や良好
な維持管理の確保が必須である。
当地区では必要性は低いのでは。 
 

桜島フェリーターミナル周辺エ
リアは樹木等が少なく，潤いに欠
ける部分があることから，エリア
コンセプトプランでは，駐車場や
歩車分離施設には屋上緑化，壁面
緑化を検討するとしています。 
このため，このエリアの屋上緑

化や壁面緑化については，御指摘
の降灰対策や維持管理の確保も考
慮しながら検討を進めてまいりま
す。 

70 18 頁 
 
ウォーターフ
ロントパーク
エリアの利活
用方針 
 
 

（機能の誘導） 
ウォーターフロントパークエリ

アには，子供，幼児の遊べる遊具の
ある区域も設置したい。 
 

ウォーターフロントパークエリ
アについては，緑地やカフェなど
の飲食機能，イベント広場等の交
流機能の導入を想定しています。 
御提案いただいたような「遊具」

等については，本港区のまちづく
りを検討するに当たっての参考と
してまいります。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 

71 20 頁 
 
高速船ターミ
ナル周辺エリ
アの利活用方
針 

（下左図） 
２基目の高速船浮桟橋は，高速

船だけではなく，遊覧船や海上２
次交通船にも使用できるようにし
て，早期に整備すべきでは。 
 

エリアコンセプトプランに基づ
く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定することと
しており，２基目の高速船浮桟橋
についても，その中で検討してま
いります。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
72 21 頁 

 
住吉町１５番
街区の利活用
方針 
 
 

（下左図） 
臨港道路新港区線の点線につい

ては，もう少し滑らかな曲線とし
てほしい。 

エリアコンセプトプランでお示
ししている道路の線形について
は，具体的な線形を示したもので
はなく，あくまでイメージとして
記載しているものです。 
当該区間の整備に当たっては，

船だまりの船の移動先や用地確保
等の課題がありますが，本港区エ
リアの賑わい創出のため，優先的
に検討してまいります。 

73 23 頁 
 
鹿児島港本港
区エリアのマ
ネジメント 

（下図） 
第１期，第２期ともに事業者公

募等の前に公共施設整備（必要と
する場合）としているが，これは，
並行して進めるべきではないか。 

 具体的なスケジュールを示した
ものではなく，あくまでイメージ
として記載しており，公募等の進
め方は今後検討してまいります。 

74 24 頁 
 
鹿児島港本港
区エリアコン
セプトプラン
の取扱い 
 

本ページの主旨が，囲み文や下
図ではわかりにくい。下図中の「本
港区のまちづくりの節目に合わせ
て，適宜，更新」は必要か。また節
目とはどういう時か。その際，どの
ようにして更新するのか。プラン
に実現に向けて，こうした適宜，更
新を考慮する必要はないのではな
いか。 

鹿児島港本港区エリアでは，今
後，エリアコンセプトプランを基
にしたまちづくりを進めることに
なります。 
エリアコンセプトプランは，御

指摘のとおり長期的な方針を示す
ものなので，短期間での見直しを
行うことは考えていませんが，今
後，中長期にわたってまちづくり
を進めていく中で，事業の進捗等
により見直す必要が生じた場合に
更新することとしています。 

75 67 頁 
 
用語集 
 
 

わかりにくい横文字が多いの
で，このような用語集がついてい
るのは大変ありがたい。 
・本文中に，「最後ページの用語集

に説明がある。」ということがわ
かるように，記号（※）等を添付
しておいてほしい。 

・「新たなモビリティサービス」
とは，「MaaS」のことであれば，
併記してほしい。 

・「フリンジ化（外縁化）」は，「フ
ァサード」の次に来るのではな
いか。 

・「アーバンスポーツ」，「アイデ
ンティティ」なども追加してほ
しい。 

御意見を踏まえ，ホームページ
での公開の際には，参考資料とし
て，用語集があることがわかるよ
うに掲載します。 
御意見を踏まえ「MaaS，アーバン

スポーツ」を用語集に追記すると
ともに，用語集の順番も修正しま
す。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
76 19 頁 

 
ドルフィンポ
ート跡地エリ
アの利活用方
針 

なぜ，県民の意思を無視してド
ルフィンポート跡地に県体育館を
作る計画を続行しようとするので
すか？ 

体育館の名称をスポーツ・コン
ベンションセンターや名目を避難
所や会議とすり替えても，あの場
所に大きな建物が建つ事に変わり
はありません。 

いつの間に県民の同意を得たの
でしょうか？本当に体育館はあの
場所に必要なのでしょうか？市内
の１番の立地に景観を損なうであ
ろう建物を建てる県が，他にどこ
がありますか？ 

当初の予算を大きく上回る費用
のつけを払わされる子供達世代。
数十年後，老朽化した建物を更に
お金をかけて取り壊すのでしょう
か。 

あの場所に体育館を建てて，天
文館へ人が流れるでしょうか？ 

もっと，予算を回さなければな
らない箇所が他に沢山あります。 
本当に鹿児島の未来を考えるなら
ば，もう一度考えを見直してくだ
さい。 

体育館を建てる事を前提に意見
を募集するのではなく，建てるか
建てないかの県民投票をして欲し
いと思っています。 

スポーツ・コンベンションセン
ターの検討に当たっては，場所あ
りきではなく，まずは，令和２年 10
月に設置した総合体育館基本構想
検討委員会において，スポーツ振
興の拠点としての機能に加え，コ
ンサートなど多目的利用による交
流拠点機能を有する施設としての
コンセプトを令和３年９月に取り
まとめていただきました。 
 これを踏まえ，その機能を最大
限に発揮させる立地について検討
した結果，離島や大隅地域をはじ
め県土全域からの交通利便性など
を踏まえると，鹿児島市に立地す
ることが望ましいとされました。 
 その上で，候補となり得る土地
を選定し，交通利便性や宿泊施設
の集積，経済波及効果など，１２の
客観的評価基準に基づき評価して
いただいた結果，令和３年 11 月に
ドルフィンポート跡地等を一体的
なエリアとして検討することとさ
れました。 
また，基本構想検討委員会にお

いて，整備候補地が本港区エリア
とされたことを受けて，同エリア
にふさわしい施設として，基本構
想案に盛り込んでほしい事柄等に
ついて，令和３年 12月に県民の皆
様へ意見募集を行いました。 
そこで寄せられた景観への配慮

や防災，渋滞への懸念等の御意見
を踏まえ，県としての考え方を整
理するとともに，基本構想検討委
員会での「施設のコンセプトにふ
さわしい名称に変更することを検
討する必要がある」との意見や県
民から同様の御意見が複数寄せら
れたことなどを踏まえ、施設の名
称について、スポーツ・コンベンシ
ョンセンターに変更し、県として
の基本構想案を作成したところで
す。 
その上で，令和４年２月にパブ

リック・コメントを実施し，再度，
県民の皆様の御意見を伺いまし
た。 
 
（次頁へ続く） 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
    

（前頁の続き） 
 
これらの御意見を踏まえ，県と

しての考え方を整理した上で，県
議会において御論議いただき，ス
ポーツ・コンベンションセンター
の整備についての御了承を経て令
和４年３月に基本構想を策定した
ところであり，現在，同構想に基づ
き，着実に整備に向けた取組を進
めてまいりたいと考えています。 
また，中心市街地との回遊性に

ついては，集客機能である同セン
ターの賑わいを中心市街地に波及
させ，地域全体が発展するように
取り組む必要があると考えていま
す。 
今後，来場者の動線や案内表示

の充実，連携したイベント開催な
ど，民間事業者のノウハウも活用
しながら，検討することとしてい
ます。 



 

43 
 

番号 項目 意見の内容 県の考え方  
77 ５頁 

 
ゾーニング 
 
 
 

ウォーターフロントパークとド
ルフィン北側にかかる緑の斜めの
楕円は矩形の体育館施設のヴォリ
ュームによって実質的には分断さ
れるため図示してるような滑らか
なつながりの効果は期待できな
い。 

また、住吉町１５は PFI コンペ
から外たことで主要な駐車場整備
エリアを失っている今、ドルフィ
ン北側は臨時駐車場の用途となる
比重がかなり上がることと考えら
れるので、その場合ますますウォ
ーターフロントパークとのつなが
りは期待できない。 

専門的な観点から見ても、空間
体験としてウォーターフロントパ
ーク側と街側とは、体育館の箱と
臨時（実質的にほぼ常時）駐車場で
分断されるため、このゾーニング
の図の緑の楕円は全く事実と異な
ると言える。 

このようなフェイクに近い、県
民に正確な情報を伝えられていな
い図や表現を行政の公式な文書に
記載するのはいかがなものか。 

専門的見識・実践的経験を持っ
たうえでの作成・校正がなされて
いるとも到底思えない。 

ドルフィンポート跡地にスポー
ツ・コンベンションセンターと併
せて整備する多目的広場は，気軽
に運動やスポーツに親しむことが
でき，キッチンカーやフリーマー
ケットなどの多様なイベントにも
対応できるよう整備することとし
ています。 
また，同広場の臨時駐車場とし

ての活用については，イベントや
コンサート等の開催時における大
型搬送車両の駐車や，周辺での開
催も含め，特に多くの来場者が見
込まれるイベント等の来場者用駐
車場など，例外的に使用すること
を想定しており，臨時駐車場とし
て日常的に使用することは考えて
いません。 
本港区エリアの利活用について

は，まちづくりや都市計画等の専
門的な知見を有する方々などで構
成する検討委員会において議論を
進めていただきました。 
また，その過程においては，世界

的に活躍されている建築家である
坂茂氏，横浜市で長く都市デザイ
ンに関わられている国吉直行氏の
お２人からも，県の「まちづくり・
建築政策特別アドバイザー」とし
て御助言をいただきました。 
その結果，検討委員会において，

両エリアについて一体的な空間形
成を図り，本港区の賑わいの核と
なる県民が親しむエリアとしての
利活用を図るイメージを示すた
め，ウォーターフロントパークエ
リアとドルフィンポート跡地エリ
アをまたぐ円を記載したもので
す。 
今後，両エリアの連携した活用

が可能となるよう，民間事業者の
ノウハウも活用しながら，具体的
に検討することとしております。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
78 ５頁 

 
ゾーニング 
 
 
 

2 月 26 日の県議会の代表質問に
て住吉町１５に替わる駐車場機能
として周辺の県営駐車場の立体化
が明言されたが、その場合桜島フ
ェリーと NHK の間のエリアや高速
船ターミナル付近・南埠頭等に立
体駐車場を設ける可能性があると
いう理解でよいのか。 

これまでも多くの県民から本港
区での眺望・景観の観点から体育
館の計画に大反対だという意見が
届いているはずだが、さらに眺望・
景観を害する立体駐車場を追加で
整備するというのは県の都市計画
として本当に正しいことをしてい
るという認識があるとは思えな
い。 

また、景観形成ガイドラインと
の整合性を踏まえてみても、本港
区内のどの県営駐車場を立体化し
てもすでに設定済みの各「のぞみ
の場」「たたずみの場」からの眺望
と矛盾が生じることとなるが、そ
の点は理解されているのか甚だ疑
問である。 

このような観点から立体駐車場
を整備しない場合、駐車場問題を
解決する代替案を持っているの
か、それも甚だ疑問である。 

スポーツ・コンベンションセン
ターの駐車場については，基本構
想に基づき，住吉町１５番街区に
整備することとしています。 
仮に，同地について新たな利活

用を図ることとなった場合には，
基本構想において「住吉町１５番
街区が，サッカー等スタジアムの
整備地となった場合，県営駐車場
の立体駐車場化等による機能代替
を検討する」と整理していること
を踏まえ，周辺の県営駐車場の整
備・活用等を検討することとして
おります。 
その場合は，鹿児島港本港区景

観ガイドラインに基づくこととし
ており，桜島や市街地への眺望に
影響がないような配置や構造等と
することは可能であると考えてい
ます。 

79 14，15 頁 
 
北ふ頭エリア
の利活用方針 
 
 
 

北埠頭エリアの利活用方針につ
いて，短期・中期・長期の３段階に
分けて計画を練り直してはどう
か。 

クルーズ船やスーパーヨットの
寄港地として発展させる観光の海
の玄関口として打ち出して行くに
は現施設のコンバージョンだけで
は到底国際的な競争には勝てな
い。 

そこで，新たに３段階目の「長
期」を設け，北埠頭完全エンタメ・
観光・リゾート化し，それに向けて
「短期」段階から新港の拡張と物
流機能の移転を視野に入れて準備
を進めるべき。 

国交省のPORT2030にもあるよう
に鹿児島港は国際航路の主要港に
もなりうるポテンシャルを最大限
活かすために新港の拡張と物流機
能の集約をし，北埠頭・南埠頭・新
港の在り方を考え直す必要があ
る。 

北ふ頭エリアについては，奄美・
喜界航路が就航し，クルーズ船も
接岸する現役のふ頭であることか
ら，港湾機能を維持しつつ，港湾活
動に支障が出ることのないよう，
港湾関係者等と十分調整しなが
ら，港湾であることを活かした利
活用の方向性が検討されました。 
そこで，まずは旅客ターミナル

等の暫定活用等を促進しつつ，中
長期的には既存施設の集約や再編
等を行い，エリアコンセプトプラ
ンに示された交通・宿泊拠点や飲
食・物販，交流・観光・娯楽機能の
導入を検討することとしていま
す。 
一方で，本港区エリア一帯を含

めた鹿児島港の港湾機能の向上に
ついては，今後，様々な機会を捉え
て，港湾関係者等から幅広く意見
を伺いながら，検討を進めてまい
りたいと考えています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
80 17 頁 

 
桜島フェリー
ターミナル周
辺エリアの利
活用方針 
 
 
 

第 2・第 3県営駐車場の立体化を
想定しているのか。 
本当に想定しているなら（そうは
信じたくないが）この項に明記す
べき。 

また，立体化した場合，周辺の景
観をますます損ねるというだけで
なく，「景観形成ガイドライン本体
版 1」の 8，14，19 ページの内容と
矛盾を生じるのは明白であるた
め，このような場当たり的な計画
をしていてかつ県議会で自らそれ
を明言してしまっているという事
実を認識すべき。 

スポーツ・コンベンションセン
ターの駐車場については，基本構
想に基づき，住吉町１５番街区に
整備することとしています。 
仮に，同地について新たな利活

用を図ることとなった場合には，
基本構想において「住吉町１５番
街区が，サッカー等スタジアムの
整備地となった場合，県営駐車場
の立体駐車場化等による機能代替
を検討する」と整理していること
を踏まえ，周辺の県営駐車場の整
備・活用等を検討することとして
おります。 
その場合は，鹿児島港本港区景

観ガイドラインに基づくこととし
ており，桜島や市街地への眺望に
影響がないような配置や構造等と
することは可能であると考えてい
ます。 

81 18 頁 
 
ウォーターフ
ロントパーク
エリアの利活
用方針 
 
 
19 頁 
 
ドルフィンポ
ート跡地エリ
アの利活用方
針 
 

オレンジで示してあるスポコン
の範囲が基本構想の際よりも北側
に明らかに膨らんでいるが、これ
は意図的なのか図示の間違いなの
か、明確にしてほしい。 

当初の体育館の計画では少なく
ともマイアミ通りの延長線上には
掛からない範囲に設定されていた
はずである。 

メインアリーナ・サブアリーナ・
武道館を当エリアに集約した場
合、8,000 人のイベントに対応でき
るホワイエ・動線空間・パブリック
スペース・バックヤード・搬入ヤー
ド等を設けるにはかなりタイトな
敷地設定であったのは当初から認
識されていたのか。 

これは意見というより憶測だ
が、そのタイトさが明確になった
からオレンジの範囲がいつの間に
か広げられたのではないかと危惧
している。 

エリアコンセプトプランで示し
たオレンジの範囲については，同
センターの基本構想を踏まえ，エ
リア毎の利活用の方針のイメージ
として機能の範囲を示したもので
あり，意図的に示したものではあ
りません。 
なお，スポーツ・コンベンション
センターの基本構想で示した配置
計画については，あくまで構想策
定時点のイメージであり，具体的
な配置については，施設の高さや
景観などにも配慮しながら，民間
事業者のノウハウを活用し，今後，
基本設計段階で決定することとし
ています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
82 19 頁 

 
ドルフィンポ
ート跡地エリ
アの利活用方
針 
 
 
22 頁 
 
旧港湾合同庁
舎跡地エリア
の利活用方針 
 
 

体育館の範囲とマイアミ通りの
軸線は、都市計画上、本港区と街中
の結節点として最も重要なポイン
トとなる。 

中央駅～加治屋町～天文館～い
づろ経由で本港区のど真ん中にア
クセスする歩行者軸の肝である。 

このポイントこそ桜島の眺望が
最も開けて、訪れる人々の高揚感
や潮風を感じられる場所として旧
合同庁舎跡地と一体でデザインす
べき。 

基本構想概要版 7 ページ景観イ
メージ④の項にあるような説明は
全くの虚偽であり、マイアミ通り
の本港区ひとつ手前の交差点を渡
ると桜島のビューは開ける。 

上記の項の内容が事実と異なり
県民に誤解を招く表現であること
は意見募集や公開プレゼンで何度
もお伝えしてきたが、体育館はド
ルフィンポート跡地ありきという
大前提のもと、なかったことにさ
れてきた。 

基本構想通り進めるのなら、基
本構想概要版 7 ページ景観イメー
ジ④の項は、「マイアミ通りから現
在は桜島の全貌は臨めるが、体育
館を整備すると半分以上隠れる」
という正確な表現に訂正すべき。 

スポーツ・コンベンションセン
ター基本構想における景観への配
慮については，市街地からの桜島
の眺望について，各通りなどから
の眺望に配慮するとしています。 
そのため，市街地側から見た各

通りの景観イメージを掲載してい
ます。 
また，本港区エリアにふさわし

い景観・デザインの確保について
は，その基本的な方向性を示すた
め，都市計画の専門家等で構成す
る「景観・デザイン調整会議」で検
討を進め，鹿児島港本港区景観ガ
イドラインを作成したところで
す。 
同ガイドラインでは，朝日通り

やみなと大通りについては，通り
を歩きながら正面に桜島が眺望で
きることから，桜島の眺望を確保
する必要がある「のぞみの場」とし
て設定されています。 
一方で，マイアミ通りについて

は，通りを歩きながら正面に桜島
が眺望できないことから「のぞみ
の場」として設定されていません。 
スポーツ・コンベンションセン

ターの整備に当たっては，同ガイ
ドラインを踏まえ，周辺の街並み
との調和を図ることや，本港区エ
リアの魅力が更に高まるようなデ
ザインとなるよう事業者に工夫を
求めることとしております。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
83 20 頁 

 
高速船ターミ
ナル周辺エリ
アの利活用方
針 
 
 

当エリアの第 6 駐車場も立体化
する可能性が想定されているの
か。 

もしそうであればこの項にも明
記すべき。 

図示されているバスターミナル
はあくまで離島航路や一般の方々
メインのものであって、当初住吉
町１５に計画していた50台のバス
駐車場・回転場を整備できる代替
地が現状あるとは思えない。 

あの規模の体育館を整備するう
えで周囲に明確なバス駐車場・回
転場の表記がなくなった今、基本
構想としてすでに破綻していると
考える。 

また、現時点で公表されている
体育館の予算313億に立体駐車場・
バス駐車場整備費は含まれていな
いはずなので、この点も計画全体
の進め方として破綻していると考
える。 

多額の税金を投じる行政の仕事
として非常にお粗末なプロセスを
踏んできており、これはエリアコ
ンセプト案の内容以前の問題で、
これでは県民が納得するとは到底
思えない。 

本港区エリアにおける駐車場の
考え方としては，まずは公共交通
の利用を促進するとともに，既存
の駐車場の有効活用を図ることと
しています。その上で，港湾物流と
一般車両の分離の観点から，交通
結節点エリアへの駐車場機能の集
約を進めてまいります。 
スポーツ・コンベンションセン

ターの駐車場については，基本構
想に基づき，住吉町１５番街区に
整備することとしています。 
仮に，同地について新たな利活

用を図ることとなった場合には，
基本構想において「住吉町１５番
街区が，サッカー等スタジアムの
整備地となった場合，県営駐車場
の立体駐車場化等による機能代替
を検討する」と整理していること
を踏まえ，バス駐車場・転回場の取
扱いも含め，周辺の県営駐車場の
整備・活用等を検討することとし
ております。その場合は，鹿児島港
本港区景観ガイドラインに基づく
こととしており，眺望に影響がな
いような配置や構造等とすること
は可能であると考えています。 
住吉町１５番街区に係る駐車場

については，今後，有用な提案等が
あった場合に，新たな利活用を図
ることが困難となると考え，ＰＦ
Ｉ事業の対象外としたところであ
り，ＰＦＩ事業費の約 313 億円に
は，同街区の駐車場整備費は含ま
れておりません。 
仮に，周辺の県営駐車場の整備・

活用等を検討することとなった場
合は，駐車場収入や住吉町 15 番街
区の活用等で想定される県の歳入
などにより適切に対応してまいり
たいと考えています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
84 21 頁 

 
住吉町１５番
街区エリアの
利活用方針 
 
 

住吉町１５にコンベンション・
ホテルを整備するのはいいアイデ
アだと考えている。 

体育館のような巨大な箱ではな
く中規模のスケール感の施設が想
定されること、国内外から会議や
イベント・パーティを誘致する場
所こそ桜島の眺望が臨める立地で
あるべき、という点からである。 

商工会議所が住吉町１５に提案
しているコンベンション・ホテル
は、その規模感や設備について鹿
児島にふさわしいものを想定され
ている。 

一方、本港区利活用検討委員会
では体育館におけるコンベンショ
ン機能が成立してない・設備や規
模が見合ってないという指摘を再
三受けている。 

住吉町１５に鹿児島にふさわし
いコンベンション・ホテルを整備
するならなぜ体育館はいまだにス
ポーツ・コンベンションセンター
というネーミングなのか。 

検討委員会でも指摘された通
り、もはやただの「スポーツセンタ
ー」となるのは明白だと考える。 

県民へ誤解を招く表現はもう一
切やめて、これまで指摘してきた
全ての箇所は正確に、専門的観点
からに見ても納得のいく表現・文
言に訂正してから県民に示すべ
き。 

スポーツ・コンベンションセン
ターはあくまで県大会をはじめと
する全国・国際大会などの各種ス
ポーツ大会や，プロスポーツに対
応できる施設として整備するもの
で，施設の規模も機能も，これを踏
まえ，体育館として建て替えるも
のです。 
その上で，利用日数を把握した

結果，年間の利用形態として，スポ
ーツ利用が約７割見込まれ，残り
の約３割を同センターの仕様等を
特段変更することなく，コンサー
トや展示会，見本市などのイベン
ト等の多目的利用で有効活用する
こととしました。 
これにより，これまで県内で開

催することができなかった大規模
なコンサートや，展示会等の開催
が可能となるほか，同センターを
メイン会場とし，周辺の施設をサ
ブ会場や分科会会場とするなど，
複数の施設で連携して取り組むこ
とにより，各種団体等の大規模な
全国大会の開催等も可能となりま
す。 
施設の名称は，基本構想検討委

員会の委員や県民の御意見を踏ま
え，スポーツ・コンベンションセン
ターとしたところです。 
なお，検討委員会の一部の委員

からの指摘は，同センターにバン
ケット機能や小会議室，宿泊機能
等が不足しているなど，コンベン
ション施設として十分な機能を有
していないという趣旨であると思
いますが，これは，同センターの機
能が，委員のコンベンション機能
に対する考えと異なっていること
によるものと受け取っておりま
す。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
85 その他 

 
 
 

今回のパブリック・コメントの
開催時期が 2 月 1 日から 3 月 1 日
だったのが甚だ疑問である。 

この度の 3 月議会においてエリ
アコンセプト案が（おそらくもう
ほぼ自動的に）可決されるであろ
うタイミングで，3 月 1日に締め切
ったあとに県民からの意見をまと
めたところで，いつどのように反
映したり参考にするつもりなの
か，それがもはや物理的に不可能
な時期なのは明白である。 

このパブリック・コメントは本
来，昨年 11 月 2 日の第 6回検討委
員会でエリアコンセプトプランの
案が最初に出された時点で開催す
べきなのではないか。 

それでもやはりいち県民として
意見を届けないといけないという
思いのもと，今回パブリック・コメ
ントを提出する。 

本県においては，県パブリック・
コメント制度実施要綱に基づき，
県の基本的な政策・施策に関する
構想及び計画や，広く県民の利用
に供される大規模な施設の建設に
係る基本計画等について意見を募
集し，提出された意見を考慮した
上で計画等の決定を行うこととし
ています。 
鹿児島港本港区エリアの利活用

については，県民の皆様からいた
だいた利活用のアイデアも踏まえ
ながら，検討委員会において，議論
を進めていただきました。 
その結果として，エリアコンセ

プトプラン案を取りまとめていた
だき，1月 31 日に同案を県に提出
していただきました。 
その後，検討委員会の案をもと

に県の案を作成したことから，実
施要綱に基づき，2月 1日から 3月
1日にかけて，適切にパブリック・
コメントを実施しました。 
県としては，パブリック・コメン

トで頂いた県民の皆様の御意見
や，県議会での御論議を踏まえ，必
要な修正を行った上でエリアコン
セプトプランを策定しました。 

86 48 頁 
 
本港区エリア
の良好な景観
形成と魅力向
上 
 
 
 

鹿児島港本港区エリアの中で，
県民の方々がスコップを持って穴
を掘ったり，芝を植えたりなど，何
か手伝えることがあれば，ボラン
ティアとして参加できるようにし
てはどうでしょうか。 

ボランティアとして一緒に参加
することで，将来，参加した方々に
子供が出来たり，孫が出来たりし
た時に「ここは私たちが一緒にな
って造った広場だよ」と子供や孫
に話して伝えていけます。そうす
ることで，20 年先，50年先まで県
民が一緒になって造った広場がみ
んなに愛される場所になっていく
のではないでしょうか。 

また，ボランティアの方々のボ
ランティア保険と弁当を県の方で
サポートできましたら，県内から
集まった多くのボランティアの方
の宿泊所や夜ご飯を食べに行く
所，ボランティア同士の交流など
から，鹿児島県の経済の発展，文化
の向上にも寄与するのではないか
と思います。 

エリアコンセプトプランに基づ
く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 
御提案のボランティアとの協働

についても，まちづくりのすすめ
方の議論の中で検討を行ってまい
ります。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
87 ９頁 

 
県民が憩い親
しむことので
きる空間の形
成 

初めまして，以前もご意見させ
て頂いた鹿児島を離れて30年の鹿
児島出身の東京在住の者です。 

以前よりウォーターフロントの
再開発の議論がされているようで
すので，県外から見た，感じている
事をお伝えしたいと思います。 

「導入機能」「公共機能の確保」,
「中心市街地との連携」, 「景観
への配慮」と 4 つの論点があった
かと思いますが，やはり気になる
事は，「景観への配慮」です。 

今や SNS などの発信される物の
ほとんどが画像付きの物です。 

そこで鹿児島最大のアイコン
は，やはり桜島だと思います。 

そんな桜島を綺麗に見れる最高
のロケーションの場所ウォーター
フロントをスタジアム建設などで
無くしてしまうのは，いかがな物
でしょう？ 

ウォーターフロントエリアにス
タジアムが出来てしまうと，今の
白波スタジアム周辺の活気は失わ
れてしまうかと想像してしまいま
す。 

市民文化ホールや白波スタジア
ム，与次郎が浜一帯はそのままリ
ニューアルしてはいかがでしょう
か？ 

今年 2024 年から J1 に昇格した
【町田ゼルビア】が良い見本です。 

私が訪れた町田ゼルビアのホー
ムグラウンドは，当時【白波スタジ
アム】と同じような古い公共のス
タジアムでした。 

ところがまず照明を一新する所
から始まりクラウドファンディン
グにより資金を集め現在ではJ1の
規定にそう収容人数のスタジアム
にリニューアルした経緯がありま
す。 

そこで【町田ゼルビア】の事例を
参考にスタジアムの改修をして，
ウォーターフロントエリアは石橋
公園，仙巌園へと続く【横浜山下公
園】のような歴史溢れる公園と遊
歩道を兼ね備えた総合公園にして
は，いかがでしょうか？ 

 鹿児島市が検討していた北ふ頭
でのサッカー等スタジアム整備に
ついては，白紙に戻されたところ
です。 
サッカー等スタジアムの整備に

向けては，引き続き，鹿児島市と連
携を図りながらその実現に向けて
取り組んでまいります。 
鹿児島港本港区エリアは，離島

航路の発着港としての歴史や文化
を有し，自然景観にも恵まれた地
区です。こうした港としての特色
を踏まえ，このたび，「年間３６５
日賑わう拠点の形成」を目指した
エリアコンセプトプランを策定し
ました。 
その中で，ウォーターフロント

パークエリアについては，本港区
を訪れる誰もが立ち寄る賑わいの
核と位置づけ，県民が日常的に訪
れることができる緑地空間として
の利活用方針を示したところで
す。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
88 37 頁 

 
国際クルーズ
拠点の形成に
向けた取組 
 
 
 

そしてウォーターフロントにも
海外の豪華客船が就航できる桟橋
を整備してはどうでしょう。 

 

北ふ頭は，既に６万トン級まで
のクルーズ船が接岸できる岸壁を
備えており，マリンポートかごし
まは，最大で 16 万トン級と 22 万
トン級までの大型クルーズ船が２
隻同時接岸できる岸壁を備えてい
ます。 
県としては，引き続き既存の岸

壁による受入れを行ってまいりま
す。 

89 ８頁 
 
方針１ 賑わ
いや人の流れ
を生むしかけ
づくり 
 
 
 
 
 

現在少しずつではありますが，
名山町，易居町，小川町のエリアに
若い方々がおしゃれなお店や美味
しいお店の出店もされて来て，市
役所からウォーターフロントエリ
アが若者の人気のエリアになりつ
つあります。どうか【いづろ】【山
形屋】あたりからウォーターフロ
ントエリアに続く人の流れが出来
るような公共交通機関も検討され
ると良いなぁと思います。 

本港区エリアのまちづくりに当
たっては，天文館などの中心市街
地との回遊が生まれるような取組
について，鹿児島市と連携してま
いります。 

90 その他 
 
 
 

最後に合成画像で良いので，さ
まざまなシミュレーションを県民
が分かり易い方法で提案される事
を願います。 

県民の皆様にもわかりやすくお
示しできるよう，取り組んでまい
ります。 

91 ６頁 
 
賑わいのター
ゲットと受け
皿となるエリ
アの整理 
 
 
 
 
 

（家族連れや若者ハレの日を楽し
む個人旅行の想定客数） 

横浜ハンマーヘッド利用者数か
ら床面積を根拠に試算している
が，床面積の大きさで来客数が決
まるとは考えづらい。想定客数 125
万人は過大な数字だと思う。例え
ば人口を根拠とし，神奈川県と東
京都合計 2,200 万人に対し鹿児島
県160万人で人口比は14分の1と
なる。この人口比で試算すると横
浜来客目標 500 万人に対して想定
客数は 35万人となる？ 

御指摘の入り込み客数について
は，具体的な施設の検討に至って
いないため，立地する都市の人口
などは考慮せず類似する施設を入
り込み客数のみから概算し，参考
値としてお示ししています。 

92 17 頁 
 
桜島フェリー
ターミナル周
辺エリアの利
活用方針 

自家用車の降車専用通路などで
バス，タクシーと分離して欲しい。
タクシーとバス停車場所はある
が，自家用車は降車場所がなく，こ
れらの隙間をぬって停車してい
る。現状では交通違反や事故を誘
導してしまう。 

御意見のあった自家用車への乗
降については，バス・タクシーの専
用レーンとして設けていることか
ら，自家用車の利用はご遠慮いた
だいているところです。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
93 19 頁 

 
ドルフィンポ
ート跡地エリ
アの利活用方
針 
 
 
 
 

（景観の項目，下の３行） 
文中に「 」を加える。スポーツ・

コンベンションセンターについて
は、「桜島などの眺望を遮るので」
デザインやファザード･･･。 

地図上⑻からは桜島の裾野まで
障害物なく見渡せるが、建築後は
影響を受ける。これを曖昧な表現
にせず具体的に遮られると書き加
え、対策につなげる。 

スポーツ・コンベンションセン
ターについては，市街地からの桜
島の眺望について，各通りなどか
らの眺望に配慮することとしてい
ます。 
同センターの整備に当たり，展

望スペースなどを設置することと
しており，来場者が錦江湾や桜島
の眺望を楽しめる空間を創出する
こととしています。 
なお，桜島の眺望の確保につい

ては，都市計画の専門家等で構成
する「景観・デザイン調整会議」で
検討され，眺望を確保する必要が
ある場所を「のぞみの場」として設
定し，昨年末に策定した鹿児島港
本港区景観ガイドラインに整理し
たところです。 
スポーツ・コンベンションセン

ターの整備に当たっては，同ガイ
ドラインを遵守することとしてい
ます。 

94 23 頁 
 
鹿児島港本港
区エリアのマ
ネジメント 
 
 
 
 
 
 

（７項目の災害） 
地震(火山性含め)，津波，高潮な

どの災害時に想定 6,000 人の避難
計画を建築設計に反映して欲し
い。事業者公募前に防災基本計画
に基づき地区防災計画を作成す
る。既存の避難場所に新たに 6,000
人収容できないと考える。 

例えば耐震(免震)設備で建物を
守り，津波垂直避難などの避難場
所になって欲しい。 

地震については，震度分布図や
液状化ハザードマップが公表され
ており，本港区は，周辺の市街地と
同様に震度６弱の揺れが想定さ
れ，液状化が想定されています。 
津波については，津波浸水想定

図が公表されており，最大クラス
の津波に対し，本港区エリアのほ
とんどの土地は浸水域に含まれて
いないところです。 
今後，本港区エリアにおける災

害対策等については，鹿児島市と
連携しながら必要に応じて検討し
てまいります。 
なお，ドルフィンポート跡地へ

の整備を予定するスポーツ・コン
ベンションセンターについては，
災害発生時の対応施設として活用
が考えられることから，事業者に
対し，各種災害への対応を求める
こととしています。 

95 24 頁 
 
鹿児島港本港
区エリアコン
セプトプラン
の取扱い 
 
 
 

（地区防災計画を追加） 
6,000 人超える来訪者の避難を

想定した鹿児島港本港区の地区防
災計画を追加する。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
96 21 頁 

 
住吉 15 番街区
エリアの利用
方針 
 

（案）については賛同します。 
機能の方針・誘導について 
新たな活用案として，速やかに

鹿児島市と協議し，サッカー場を
整備を進めてほしい。 

サッカーJ リーグの地域振興へ
の貢献は多大なものがあり，県民
に大きな活力を与えてくれてい
る。 

サッカー場の整備場所について
は，鹿児島市において適地の選定
がこれ以上は無理と思われる。 

この場所は県が以前から提示し
ていたと思うが，サッカー場整備
には埋立てを伴い整備経費が膨ら
むことから鹿児島市が候補地から
外したが，北ふ頭に整備するにし
ても既存の建屋の移設・解体や導
線となる橋やデッキ等の整備，水
族館の代替駐車場の確保などに相
当の経費が必要だったと思われ
る。 

住吉は現在未利用地で整備がし
やすく，中心市街地に近く，中心市
街地の活性化には最適と思う。 

駐車場の確保については本港区
周囲の民間駐車場をアプリ等を整
備して活用したほうが地域の活性
化にもつながる。（大きなイベント
等がある場合は土日，平日の夜が
多いので，医療機関，金融機関等の
駐車場は活用しやすく，現在県が
サッカーの試合の当日県庁駐車場
を開放するように市役所のお駐車
場も活用でき，不足はある程度解
消できると思われる） 

鹿児島市に対して県から候補地
として早めに再度提案してはどう
だろうか。市はサッカー場整備と
合わせて複合施設の整備も考えて
いるが，県が整備するスポーツ・コ
ンベンションセンターに県と市が
一体となって整備したほうが効率
的である。 

そして，サッカー場は単体とし
て整備し，イベントがあるときは
周囲にブースを設けて対応したほ
うが整備費も抑えることができ維
持費もかからない。スポーツ・コン
ベンションセンターに複合施設が
できて一番恩恵を受けるのは鹿児
島市であり，同じような施設を2つ
作り競合・共倒れはの誰も望まな
いはずである。 

 
（次頁へ続く） 

鹿児島市が検討していた北ふ頭
でのサッカー等スタジアム整備に
ついては，白紙に戻されたところ
です。 
サッカー等スタジアムの整備に

向けては，引き続き，鹿児島市と連
携を図りながらその実現に向けて
取り組んでまいります。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
  （前頁の続き） 

 
県から市に提案して早くサッカ

ー場整備を進めてほしい。バック
スタンド越しに雄大な桜島が見え
るロケーションは全国どこのサッ
カー場にも引けを取らないと思
う。 

前頁に記載のとおりです。 

97 ６頁 
 
賑わいのター
ゲットと受け
皿となるエリ
アの整理 
 
 
 

（８行目：「趣味の若者,」につい
て） 
 
★具体的に 
スケートボード，ボルダリングな
ど 
 
理由） 

鹿児島市管轄 公園かんまちあ
などでは地域住民から騒音などの
クレームが絶えません。県警，市も
現地で警告などするものの，効果
なし。 

今現在は，スポーツとして認知
され国際大会もある。 

ボルダリングも含め，県のスポ
ーツ・コンベンションセンター内
でもいいが，施設内に設備を設け
るのは難しいと思う。近隣の北埠
頭の上屋内に作る事で隣県熊本に
負けない設備が良い立地に造られ
ることになるかと。 

 
また，ここが大事な話ですが， 

●●●なぜ，ひとは集まってくる
のか？●●● 
 

答えは，人が人をみて集まって
楽しんでいる様をみると自然に人
が集まる。 

御提案の「スケートボード，ボル
ダリング」等については，本港区の
まちづくりを検討するに当たって
の参考としてまいります。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
98 ７頁 

 
賑わいのター
ゲットと受け
皿となるエリ
アの整理 
 
 
 
 

（10 行目：「個人旅行者」につい
て） 
 
★追記 

桜島を眺望できる Wi-Fi 完備の
コアワーキングスペース（詳細理
由は本サイト末尾に記載） 

 
人口減を何とかするためにも都

道府県に負けない場所で創造性を
活かせる場所で仕事をしてもら
う。 

県庁の最上階にもあり，それは
それで利用価値はありますでしょ
うが，都内にもないのが雄大な桜
島と海そして，動きの緩やかな船
をみて，そして宇宙を感じる鹿児
島のポテンシャルが最大に活きる
場所がこの鹿児島本港区です。 

エリアコンセプトプランでは，
本港区におけるコワーキングスペ
ースを導入するエリアとして，住
吉町１５番街区エリアと旧港湾合
同庁舎跡地エリアを想定していま
す。 
エリアコンセプトプランに基づ

く具体的な事業については，鹿児
島市や民間企業等の意見も伺いな
がら，エリア毎に決定してまいり
ます。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
99 ７頁 

 
賑わいのター
ゲットと受け
皿となるエリ
アの整理 
 
 
 

（33 行目：宿泊について） 
 
宿泊（ホテル）は富豪の方が仮に

きても 100 室程度では採算上無理
であろう。 

ChatGPT（これがすべて正解を出
すものとは思いますが）これによ
ると経営採算的に厳しそうです。 
 
★宿泊はないのが正解である思
う。 
 
＜以下がその内容＞ 

中核都市で既に新規ホテルがあ
る中て，100 室のホテル建設で土地
購入までやる事は，経営的には厳
しそうに思いますが，いかがでし
ょうか？ 

 
経営的には，中核都市で既に新

規ホテルがある状況で 100 室のホ
テル建設を行うことは厳しいと言
えます。以下に考慮すべきポイン
トを挙げます。 

 
1.需要と競争：既に中核都市に新

規ホテルが存在する場合，需要
と競争が既に存在していること
を意味します。新たなホテルが
市場に参入する際には，既存の
ホテルとの競争力を持つ必要が
あります。 
 

2.土地価格：中核都市では土地価
格が高いことが一般的です。100
室のホテルを建設するために
は，広い敷地が必要となり，それ
に伴って高額な土地購入費用が
かかる可能性があります。 
 

3.建設費用：ホテルの建設には多
額の費用がかかります。100 室の
ホテルを建設するためには，建
築設計や施工に関する費用，設
備や家具の購入費用などが必要
です。これらの費用を賄うため
には，十分な資金を確保する必
要があります。 
 

4.需要予測：新規ホテルの需要を
正確に予測することは難しいで
す。需要が予想よりも低かった
場合，運営において収益を上げ
ることが困難になる可能性があ
ります。（次頁へ続く） 

エリアコンセプトプランに基づ
くまちづくりを進めるため，民間
活力導入を視野に，本港区エリア
の利活用可能性調査を令和６年度
に行う予定としています。 
民間活力の導入においては，御

意見いただいた採算性等も踏まえ
た事業計画が事業者から示される
ものと考えています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
  （前頁の続き） 

 
以上の要素を考慮すると，中核

都市で既に新規ホテルがある状況
で 100 室のホテル建設を行うこと
は，経営的には厳しいと言えます。
十分な市場調査や需要予測，資金
計画を行い，競争力のあるビジネ
スモデルを構築する必要がありま
す。 

 
以上が ChatGPT の意見ですが 
★全く同感です。 

前頁に記載のとおりです。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
100 ５頁 

 
ゾーニング 

わくわくするような文言とカラ
ー刷りで担当部署の方々や委員の
皆様の苦労をお察しいたします。 

しかし、そのゾーニングの中心
はやはり新総合体育館だろうと思
います。新体育館は別な場所に造
ってほしいと願っている多くの県
民にとっては、どんなに立派なゾ
ーニング案ができたとしても、そ
れはとてもむなしく悲しく映るの
ではないでしょう。 
 
〇パブコメで意見を言ってもその
回答もわかるくらい個人レベルで
（県議会傍聴やパブコメ等）勉強
してきましたが、敢えて伺います。
なぜこの絶景の地に体育館（スポ
ーツコンベンションセンター）な
のですか。 
 
〇体育館建設で本当に回遊性が生
まれますか。 
私はかつて弓道参段でした。２．３
ｍの弓と道具を持って街中は歩け
ません。剣道者も同じでしょう。利
用者の学生は保護者と一緒に自宅
へ直行直帰です。 
 
〇新聞報道では最大３１３億円か
かるとありましたが、大丈夫です
か。しかも１５年後２０３９年の
児童生徒数今よりかなり減ってい
るし、多額の費用をかけてもこれ
に見合った利用価値があるのです
か。（費用対効果） 
 
〇ゾーニング案では新体育館はド
ルフィン跡地の南側ですが、北側
（NHK 側）も検討してください。 
原案の南側に建てると北側の多目
的広場が陰になり日照時間が減
る。芝生や樹木草花が育ちにくい。
イベントに来た県民も寒い思いを
する。 
建設場所を北側にずらすだけです
が、おそらく困る方や反対の委員
も出て再検討の可能性もあるので
はと思う。 

スポーツ・コンベンションセン
ターの検討に当たっては，場所あ
りきではなく，まずは，総合体育館
基本構想検討委員会において，ス
ポーツ振興の拠点としての機能に
加え，コンサートなど多目的利用
による交流拠点機能を有する施設
としてのコンセプトを取りまとめ
ていただきました。 
 これを踏まえ，その機能を最大
限に発揮させる立地について検討
した結果，離島や大隅地域をはじ
め県土全域からの交通利便性など
を踏まえると，鹿児島市に立地す
ることが望ましいとされました。 
 その上で，候補となり得る土地
を選定し，交通利便性や宿泊施設
の集積，経済波及効果など，１２の
客観的評価基準に基づき評価して
いただいた結果，ドルフィンポー
ト跡地等を一体的なエリアとして
検討することとされました。 
中心市街地との回遊性について

は，今後，周辺地域に関するイベン
トや案内表示の充実，相互により
賑わいを生む取組を積極的に企
画・提案するなど，地域全体が発展
するよう周辺地域と連携すること
としています。 
また，同センターの来場者数に

ついては，県新総合体育館需要予
測調査において，約４０万人を想
定し，このうち，アマチュアスポー
ツの利用者として約１８万人，コ
ンサート等のイベントなど多目的
利用の利用者として約２２万人を
見込んでいます。 
アマチュアスポーツの約１８万

人の内訳は，現体育館の利用者数
も踏まえ試算した結果，小中高生
で約７万人，一般で約１１万人と
なっており，スポーツ利用におい
ても，児童生徒のみならず，様々な
世代の方の利用を想定していま
す。 
また，平成 20 年度から 30 年度

までの 10 年間で，県人口は 6.2％
減少している一方で，現体育館の
利用者数は 1.1％の減少にとどま
っており，体育館利用者数は，人口
減少に比例して減少するものでは
ないと考えています。 
 

（次頁へ続く） 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
   （前頁の続き） 

 
スポーツ・コンベンションセン

ターは，県大会等の一定規模以上
の大会の効率的な開催や全国大会
等の誘致，プロスポーツへの対応
が可能となる機能・規模を想定し，
スポーツ振興の拠点機能を担うも
のです。 
加えて，同センターは，コンサー

トや展示会，見本市などのイベン
ト等を通じて，県内外からの来訪
者でにぎわい，感動を与える施設
として，さらに，施設利用者だけで
なく県民や観光客が気軽に立ち寄
れる開かれた施設として，中心市
街地との回遊性を高め，大きな経
済波及効果をもたらす施設であ
り，一部の利用者のための施設で
はないと考えています。 
同センターの基本構想において

は，専門のコンサルタントを活用
し，施設の規模等を考慮した上で，
景観やまちづくりなどの観点か
ら，ドルフィンポート跡地の南側
に施設本体を配置するという配置
イメージをお示ししたところで
す。 
なお，基本構想にも記載がある

とおり，配置イメージはあくまで
基本構想策定時点のイメージであ
り，具体的な配置については，施設
の高さや景観などにも配慮しなが
ら，民間事業者のノウハウを活用
し，決定することとしています。 

 


